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芝地区総合支所管理課 

 

議案第７８号 指定管理者の指定について 

（港区立神明子ども中高生プラザ） 
 

１ 施設名称等 

施設の名称 所 在 地 

港区立神明子ども中高生プラザ 東京都港区浜松町一丁目６番７号 

 

２ 事業者選定の経過 

  港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会を設置し、優良な

候補者を１事業者選考した後、港区指定管理者選定委員会の審議を経て決定しま

した。応募事業者は１事業者でした。 

 

（１）港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会委員 
 

委 員 長 阿 部 真 美 子 聖徳大学 児童学部児童学科 教授 

副委員長 野 澤 靖 弘 港区芝地区総合支所長 

委 員 請 川 滋 大 日本女子大学 家政学部児童学科 教授 

〃 宮 地 孝 宜 東京家政大学 人文学部教育福祉学科 准教授 

〃 西 川 克 介 港区子ども家庭支援部子ども家庭課長 

 

（２）選考委員会の開催状況 
 

回 数 開 催 年 月 日 審 議 内 容 

第１回 令和３年４月８日（木） 公募要項、選考方法、選考基準等 

第２回 令和３年６月１６日（水）

第一次審査（書類審査） 

財務状況分析等の結果 

第一次審査通過者の決定 

第二次審査の方法 

第３回 令和３年６月２９日（火）
第二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ及びﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

指定管理者候補者の選考結果 

 

令和３年９月１４日 資料№１７ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会  



2 

 

（３）港区指定管理者選定委員会 

  令和３年７月２８日（水）に開催された令和３年度第１回港区指定管理者選定

委員会において、港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会で

選考された事業者が、指定管理者候補者として選定されました。 

 

３ 選定された事業者 
 

名 称 株式会社日本保育サービス 

代表者 代表取締役 福岡 明彦 

所在地 愛知県名古屋市東区葵三丁目１５番３１号 

 

４ 指定期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年） 

 

５ 選定の理由 

（１）港区内外で類似施設の管理実績が多く、人材確保の安定性に優れています。 

 

（２）学童クラブ定員増加後の運営方法について、子どもたちの学年の枠を越え

た交流や衛生面を考慮し具体的に検討している点が評価できます。 

 

（３）中高生自身が様々な提案をできる環境を作り、家族や周囲の役に立つとい

う自己肯定感を育むよう支援する姿勢が評価できます。 

 

（４）屋上スペースや ICT の活用など、新しい生活様式を事業に反映させており、

利用者にとって安全安心な施設運営が期待できます。 

 

（５）利用者と継続的な関係を構築し、地域の拠点として施設を運営するという

意識を持ち、課題を誠実に受け止めるという施設長候補者の姿勢が評価で

きます。 

 

６ 今後の予定 

  令和４年４月１日  指定管理者による管理運営の開始(継続)  
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はじめに 

 

 本報告書は、港区立神明子ども中高生プラザの指定管理者候補者を選考するにあたり、「港

区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会」における審査の経過及び結果に

ついて報告するものです。 

 

 港区が定めた「港区指定管理者制度運用指針」では、民間事業者等が持つノウハウやアイ

ディア、専門性などを活用することにより、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応

や効率的で効果的な区民サービスの提供が可能となる施設については、積極的に指定管理者

制度の導入を進めるとしています。 

「港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会」は、このような視点を踏

まえた上で、神明子ども中高生プラザの設置目的を最大限に活かし、効率的・効果的に区民

サービスを提供することができる候補者の選考を行いました。 

審査にあたっては、常に厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めました。 

 

港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考では１事業者のみの応募だったた

め、主に応募事業者の適格性について審議しました。 

応募事業者の提案は、現状の課題を的確に捉え、かつ、将来を見据えた優れた提案であり、

事業運営の適格性を持つと判断されるため、指定管理者を公募した目的が十分達成されたも

のと考えます。 

選ばれた事業者には、港区立子ども中高生プラザ条例に定める目的の達成に向け、指定管

理者として十二分に力を発揮されることを強く期待いたします。 

 

 

 

令和３年６月 29日 

 

港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会 

委員長 阿部 真美子  
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Ⅰ 選考した指定管理者候補者について 

  

１ 指定管理者候補者 

名 称 株式会社日本保育サービス 

代表者 代表取締役 福岡 明彦 

所在地 愛知県名古屋市東区葵三丁目 15番 31 号 

  

２ 対象施設 

施設の名称 所在地 

港区立神明子ども中高生プラザ 東京都港区浜松町一丁目６番７号 

 

３ 指定期間  令和４年４月１日から令和９年３月 31 日まで（５年） 

 

４ 選考の理由 

（１）港区内外で類似施設の管理実績が多く、人材確保の安定性に優れています。 

 

（２）学童クラブ定員増加後の運営方法について、子どもたちの学年の枠を越え

た交流や衛生面を考慮し具体的に検討している点が評価できます。 

 

（３）中高生自身が様々な提案をできる環境を作り、家族や周囲の役に立つとい

う自己肯定感を育むよう支援する姿勢が評価できます。 

 

（４）屋上スペースや ICT の活用など、新しい生活様式を事業に反映させており、

利用者にとって安全安心な施設運営が期待できます。 

 

（５）利用者と継続的な関係を構築し、地域の拠点として施設を運営するという

意識を持ち、課題を誠実に受け止めるという施設長候補者の姿勢が評価で

きます。 
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Ⅱ 選考経過について 

 

１ 選考の方法  

(１) 第一次審査 

応募事業者から提出された申請書類及び計画書類について、財務関係書類、基本的

事項の適格審査、計画書類に対する評価をもとに総合的な審査を行い、第一次審査通

過者として１事業者を選考しました。 

(２) 第二次審査 

第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、（第一次審

査と第二次審査とを併せた）総合評価により指定管理者候補者を選考しました。 

 

２ 選考委員会の構成 
 

委 員 長 阿部 真美子 聖徳大学児童学部児童学科 教授 

副委員長 野澤 靖弘 港区芝地区総合支所長 

委  員 請川 滋大 日本女子大学家政学部児童学科 教授 

〃 宮地 孝宜 東京家政大学人文学部教育福祉学科 准教授 

〃 西川 克介 港区子ども家庭支援部子ども家庭課長 

 

３ 公認会計士  

坂本 亮 坂本亮公認会計士事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

４ 選考の進め方 

 

応募書類提出（申請書・財務諸表・管理運営計画書等） 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜第一次審査＞ 
 

１ 全事業者の財務状況の調査・分析を行い、可（安定的に経営基盤を有している）若

しくは不可（安定的に経営基盤を有していない）で評価します。 

２ 全事業者の資金計画の調査・分析を行い、Ａ（特に優れている）～Ｅ（劣っている）

までの５段階に評価します。 

３ 事業者ごとに、選考基準の各項目に対応した配点に基づき、各選考委員が書類審査

を行い、採点します。 

４ 公認会計士等による財務状況分析に基づく評価と、各選考委員による書類審査の合

計得点により総合的な審査を行い、概ね上位者３者程度を第一次審査通過者としま

す。 

 

 

 

＜第二次審査＞ 
 

１ 第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション（各事業者１５分程度）及びヒア

リング（各事業者１５分程度）を行います。 

２ 全てのプレゼンテーションとヒアリングが終了した後、各選考委員による審査項目

を中心とした評価を行い、採点します。 

３ 第一次審査と第二次審査の点数を合計し、指定管理者候補者を選考します。 

公認会計士による財務状況等の調査・分析を行い、財務状

況評価は可若しくは不可、資金計画評価はＡ～Ｅの５段階

で評価します。 

選考委員による書類審査 

プレゼンテーション及びヒアリング、計画書等の総合評価 
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５ 選考委員会等の開催状況及び経過 

(１) 第１回選考委員会 

日 時  令和３年４月８日（木曜日） 午後６時～午後７時 

場 所  港区役所 ２階支所会議室（Microsoft Teams にてリモート開催） 

議 題  委員の委嘱について 

          公募要項について 

          選考基準について 

 

(２) 公募手続き 

ア 公募説明会及び現地見学会   令和３年４月 22 日(木曜日) 

イ 質問書受付              ４月22日(木曜日)～４月26日(月曜日） 

ウ 質問への回答             ５月 10 日(月曜日) 

エ 計画書類等受付             ５月21日(金曜日)～５月26日（水曜日） 

 

(３) 第２回選考委員会(第一次審査) 

日 時  令和３年６月 16 日（水曜日） 午後６時～午後７時 30 分 

場 所  港区役所 ２階支所会議室（Microsoft Teams にてリモート開催） 

議 題  応募事業者の財務状況等について 

         第一次審査（書類審査） 

          第二次審査の方法について 

 

 (４) 第３回選考委員会（第二次審査） 

日 時  令和３年６月 29 日（火曜日） 午後６時～午後７時 30 分 

場 所  港区役所 ９１５会議室 

議 題  第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

         候補者の選考結果について 

 

 Ⅲ 選考対象者について 
 

No 事業者の名称 所在地 

１ 株式会社日本保育サービス 愛知県名古屋市東区葵三丁目 15番 31号
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Ⅳ 選考結果について 

 

１ 第一次審査 

(１) 財務状況分析等について  

    公認会計士による財務状況調査分析等報告書に基づき説明がありました。 

ア 財務状況評価 

各法人より提出された財務諸表（決算報告）を基に、財務規模、収益性、安全性に

ついて、数値及び比率分析等により、安定的に継続して指定管理業務を行うことがで

きるか否かを、可若しくは不可の絶対評価を行いました。 

   イ 資金計画評価 

各法人より提出された資金計画書を基に、資金・収支計画の正確性、安全性、収支

見込の妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画との整合性、経費見積もりの妥当性

などについて数値及び比率分析により、Ａ～Ｅの５段階総合評価を行いました。 

 

(２) 選考基準表に基づく採点  

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計による選考を実施

しました。 
 
 

順位 事業者の名称 
財務状況

評価 

資金計画

評価 

合計点数 

（1,000 点満点）

１ 株式会社日本保育サービス 可 Ａ 757 点 

※ 財務状況評価基準  

可（安定的に経営基盤を有している）、不可（安定的に経営基盤を有していない） 

※ 資金計画評価基準 

 Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣っている、Ｅ：劣っている 

 

(３) 選考経過 

各委員が候補者の提案内容の評価について意見交換を行いました。 
 

事業者の名称 委員の意見 

株式会社日本保育サ

ービス 

・類似施設の管理実績が多く、事業規模が大きいため人員配置

への安心感があります。 

・施設に宿泊するイベント、中高生向けの食事作り事業など、

提案にオリジナリティがあります。 

・提案の随所に次世代育成の意識が感じられ、施設を子どもの

拠りどころにするという視点を持つ点が評価できます。 
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・学童クラブ定員増の対応を十分に検討しているのか、疑問に

感じます。 

・シルバー人材センター等を活用した具体的な提案が示されて

いません。 

・子どもが職員に意見を言いやすいような環境づくりについ

て、第二次審査で確認したいです。 
 

   以上の点を総合的に勘案して、１事業者を第一次審査通過者としました。 

 

 

２ 第二次審査 

(１) プレゼンテーション及びヒアリング 

第一次審査通過事業者が 15 分のプレゼンテーションを行った後、管理運営計画書及

びプレゼンテーションの内容に基づき 15 分のヒアリングを行い、選考基準により審査

しました。 

  

(２)採点結果 

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計と第一次審査の

合計点を合算した総合点数をもとに順位付けしました。 
 

順位 事業者の名称 

総合点数 

（1,500 点

満点） 

第一次審査点数 

（1,000 点満点） 

第二次審査点数 

（500 点満点） 

１ 
株式会社日本保育

サービス 
1,159 点 757 点 402 点 

 

(３) 選考経過 

各委員が第一次審査通過事業者の管理運営計画書及びプレゼンテーションの内容の

評価について意見交換を行いました。 

 

事業者の名称 委員の意見 

株式会社日本保育サ

ービス 

・施設長候補者は施設運営における課題を受け止める姿勢があ

り、誠実さが感じられます。 

・学童クラブ定員が増えることに対して、部屋の使い方や子ど

もの過ごし方を具体的にイメージできています。 

・新しい生活様式に対応した提案が盛り込まれています。 
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・子どもの楽しみとスキル向上のみを目的とせず、家族交流の

きっかけを作る場としてイベントを設定している点が評価で

きます。 

・施設を拠点として地域と繋がっていくという拠点づくりの意

識があり、評価できます。 

 

Ⅴ 最終選考結果について 

 

 最終選考結果 

  総合得点 1,500 点に対して採点結果は 1,159 点となっており、提案書の内容、事業者の

体制ともに評価できるものでした。選考委員会の総意として、「株式会社日本保育サービ

ス」を港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者として選考します。 



会  議  名 第１回港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時      令和３年４月８日（木） 午後６時から午後７時まで 

開 催 場 所      区役所２階 芝地区総合支所会議室 

委   員      

出席者 ５名 

阿部委員長、請川委員、宮地委員（以上３名リモート参加）、野澤港区芝地区総合支

所長、西川港区子ども家庭課長（書面参加） 

事 務 局      芝地区総合支所管理課長 高嶋、施設運営担当係長 高野、管理係 児玉 

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第      

１ 開会 

２ 委員委嘱 

３ 委員紹介 

４ 委員長選出 

５ 議題の審議 

 議題１ 公募要項について 

 議題２ 第一次及び第二次審査（審査方法、選考基準）について 

６ 今後のスケジュール 

７ 閉会 

配 付 資 料      

資料１   港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会設置要綱  

資料２   委員名簿                            

資料３   公募要項（案） 

資料３-２  業務基準書等公募に係る関連資料（案） 

資料４   第一次・第二次審査の進め方（審査フロー図）（案） 

資料５   第一次審査選考基準・採点表（案） 

資料６   第二次審査選考基準・採点表（案） 

資料７   選考スケジュール（案） 

 

添付資料１ 施設パンフレット 

 会議の結果及び主要な発言 

 

事務局 

 

 

 

 

 

１ 開会 

（芝地区総合支所長あいさつ） 

 

２ 委員委嘱 

（事務局より委嘱状の送付について説明） 
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委員長 

Ｅ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員長 

Ｄ委員 

 

 

事務局 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

委員長 

事務局 

 

全委員 

Ａ委員 

 

事務局 

 

Ｂ委員 

事務局 

 

 

３ 委員紹介 

  （全委員自己紹介）  

 

４ 委員長選出 

  互選により委員長を選出 

  選考委員会設置要綱に基づき、芝地区総合支所長を副委員長に選出 

 

５ 議題の審議 

  議題１ 公募要項について 

  ・事務局より公募要項（案）について説明 

 

 それでは、何かご意見ございますか。 

 ４ページの提案事業の項目で、「地域の特性を踏まえた効果的な事業を提案してく

ださい」という表現がありますが、地域の特性というものは、どこで確認するのか、

どこに示されているのですか。 

 地域特性に応じたということで芝地区の特性を書いておりますが、基本的には公開

されているもの、例えば、今年度が計画初年度となる芝地区版計画書を見ていただけ

ると考えました。しかし、確実に特性を踏まえた提案となるよう、７ページの区が定

める指針等の遵守の項目に、港区基本計画、芝地区版計画書と入れるのもよろしいか

なと考えてございます。 

 委員の皆様、いかがでしょうか。 

 むしろ地域の特性は事業者が考えることで、事業者が地域特性をどう理解している

か、ということが我々の採点の対象になると思います。よって、このままでもよろし

いのではないかと考えます。 

 少し親切すぎるかもしれませんが、区が考える芝地区の特徴を少し示してあげたい

と考えてございます。 

 指定管理者制度を導入するのはその施設の目的を達成するためということで、ただ

の下請けではなく民間活力を入れていくことを考えると、区が把握してない地域特性

などを民間の方が把握できている可能性もあると思います。提示した特性をそのとお

りに出してこられても、あえて民間が運営する意味が薄れると思うので、そこはうま

くバランスを取っていただきたいです。 

 あくまで基準ではなく、参考程度に入れるということですね。 

 ご意見を踏まえ、項番２「子ども中高生プラザの設置目的」に芝地区版計画書につ

いて追記します。 

（承諾） 

 ６ページに区民避難所、津波避難ビルに指定されているとありますが、防災の拠点

となっているということですね。 

 そのとおりです。避難者が一定期間そこで過ごせるような備蓄を区で用意していま

す。 

 防災の拠点であるという根拠を明示した方がよいと思います。 

 それでは、６ページ（２）ケに、港区地域防災計画により区民避難所に指定されて

いるという旨を追記いたします。 
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Ａ委員 

 

 

事務局 

 

Ｄ委員 

 

事務局 

 

 

Ａ委員 

 

事務局 

 

Ａ委員 

 

事務局 

Ｃ委員 

 

事務局 

Ｃ委員 

 

事務局 

 

 

Ｄ委員 

 

 

事務局 

 

 

Ｂ委員 

 

 

事務局 

 

 

委員長 

 

 

全委員 

 

 

 19 ページに「多言語・多文化」という記載がありますが、これは様々な言語・文化

を持っている人への対応をしていくという意味合いでしょうか。この表現だと、例え

ば、言語的な配慮についての提案や、交流についての提案が想定されます。 

 「多言語・多文化」の表現は、区の国際化推進担当でも使用されており、様々な文

化的背景を持った子どもたちに最大限の配慮をしていくという意味合いです。 

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、19ページの様式 20 が該当するかと思い

ますが、発生時の対応等はここで提案いただくということでしょうか。 

 新しい日常を確立されていることを前提に、「感染症対策」という文言に新型コロ

ナウイルス感染症対策を含ませていましたが、委員ご指摘を踏まえて、新型コロナウ

イルス感染症という文言を入れて修正いたします。 

 多くの感染症がありますから、新型コロナウイルス感染症と記載した方がいいかと

思います。 

 新たに項目を作って、新型コロナウイルス感染症対策に特化した提案をいただく方

がよろしいでしょうか。 

 様式 20 に、「新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策」と記載があればよいか

と思います。 

 そのように修正いたします。 

 様式 21 は、区民避難所が開設される場合にどういった体制を取るか等についても

提案を受けるということですか。 

 そのとおりです。 

 新規参入の事業者ですと、区民避難所開設時にどのように動いたらいいのかという

ことが難しいと思うのですが、どの程度の提案を期待しているのでしょうか。 

 区では、防災に関して港区地域防災計画等を策定しており、その中で指定管理者の

責務を記載しています。また、災害時協定も公開されていますので、そういったもの

で確認できるという認識です。 

 不登校児に関する記載がないように思われるのですが、区としてはそういった児童

が子ども中高生プラザを利用することは想定されていると思いますが、様式 27 の「配

慮を必要とする子ども」に含まれているのでしょうか。 

 そのとおりですが、ご意見を踏まえて「配慮を必要とする子ども」に不登校児を含

めていくつか例示を加入します。また、子ども家庭総合支援センターとの連携という

観点でも、不登校児対応への提案を期待しています。 

 関連して様式 32 で「子ども家庭総合支援センター」と記載がありますが、「児童相

談所」のような法令用語で記載した方が応募事業者は分かりやすいのではないでしょ

うか。 

 港区子ども家庭総合支援センターは、港区独自の児童相談所機能を持つ施設であ

り、そことの連携についての考え方や取組について提案を受けられるよう分かりやす

く修正します。 

 その他ご意見がなければ、ただいまの審議を踏まえ一部修正した上で、港区立神明

子ども中高生プラザ指定管理者公募要項を決定したいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（承諾） 

 

  議題２ 第一次及び第二次審査（審査方法、選考基準）について 
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委員長 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 

Ａ委員 

 

事務局 

 

 

Ｅ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

Ａ委員 

 

事務局 

 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員長 

 

全委員 

 

 

 

 

Ｅ委員 

事務局 

 

委員長 

 

  ・事務局より審査方法と選考基準（案）について説明 

 

 何かご意見ございますか。 

 それでは、私からよろしいでしょうか。第二次審査の評価項目に「大型児童センタ

ー」という記載がありますが、この施設が大型施設であるという記載はここで初めて

出てきます。これは重要な情報ですので、第一次審査でも評価項目に記載した方がよ

いと思います。 

 そのように修正いたします。 

 第一次審査５（３）では、「効率性」という言葉が使われていますが、これはどう

いう意味でしょうか。目標に向かって成果を挙げるという意味の効率性でしょうか。

 この項目は、限られた予算の中で最大限の効果を挙げられるよう提案されている

か、という項目ですので、様々な民間事業者のノウハウをこちらで提案していただき

ます。そういう意味合いの効率性です。 

 第一次審査３（２）の「家庭への支援」という記載について、具体的にどういう提

案を期待しているのでしょうか。具体的な内容で記載した方がよいのではないかと思

います。 

 事務局としては、コロナ禍の中で来館を躊躇される子育て家庭へのフォローをどの

ようにしていくか、という提案を期待しております。たとえば、産後うつへのサポー

ト、孤立を防ぐアプローチなどを具体例として示すのはどうかと考えております。ご

意見お願いいたします。 

 このままだとそのような提案は期待できないですね。※印で新型コロナウイルス感

染症対策というような文言を入れた方がよいと思います。 

 修正いたします。また、第一次審査５（２）の情報発信の手段の多様化や工夫にも

通じるところと考えております。 

 今の事業者は５年間運営されているとのことですが、大型児童センターであり、区

民避難所であったりと複雑なことが入っていますが、どういう体制であったからよか

ったのか、どのような課題があるのかについて、前の事業者の経験を引き継ぐことで、

高いクオリティの運営が出来ると考えます。 

 指定管理施設検証シートにより、毎年度施設運営上の課題等について事業者より報

告を受けています。また、第三者評価を実施しておりますので、令和２年度に実施し

た第三者評価報告書をお示しします。 

 その他ご意見はございますでしょうか。なければ、第一次及び第二次審査（審査方

法、選考基準）について一部修正の上、決定いたします。 

（承諾） 

 

６ 今後のスケジュール 

  ・事務局より今後のスケジュールについての説明 

 

 書類提出の受付期間が２日間というのは短いのではないでしょうか。 

 前回を踏襲しましたが、同時期に公募を実施する施設では受付期間が若干長いた

め、５月 21 日金曜日から 26 日水曜日までという実質４日間に修正いたします。 

 ご意見ございますか。無いようでしたら、全体についてご質問等ございますでしょ

うか。 
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Ａ委員 

事務局 

 私から確認ですが、第一次審査で通るのは何者までですか。 

 第一次審査ではおおむね上位３者程度を通過させます。たとえば３者のうち極端に

得点が低い事業者があった場合、３者にするのか２者にするのか等は、第２回選考委

員会で委員の皆様に協議いただければと思います。 

 

７ 閉会 

  （委員長あいさつ） 
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会  議  名 第２回港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時      令和３年６月１６日（水） 午後６時から午後７時３０分まで 

開 催 場 所      区役所２階 芝地区総合支所会議室 

委   員      

出席者 ５名 

阿部委員長、請川委員、宮地委員（以上３名リモート参加）、野澤副委員長、西川

委員 

公認会計士 坂本 亮氏 

事 務 局      芝地区総合支所管理課長 高嶋、施設運営担当係長 高野、管理係 児玉 

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第      

１ 開会 

２ 財務状況等分析結果について 

３ 議題の審議 

 議題１ 第一次審査通過事業者の決定について 

 議題２ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）について 

４ 今後のスケジュール 

５ 閉会 

配 付 資 料      

資料１ 財務状況等分析報告書 

資料２ 資金計画分析報告書                        

資料３ 第一次審査（書類審査）採点集計表 

資料４ 第二次審査選考基準・採点表 

資料５ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の方法について（案） 

会議の結果及び主要な発言 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 今回の公募につきましては、応募事業者が１者という結果になりましたが、し

っかりと応募事業者の適格性について審査していきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

２ 公認会計士からの財務状況等分析結果報告 

 【財務状況分析（可・不可評価）】 

   事業者Ａ：「可」 

 【資金計画分析（Ａ～Ｅ評価）】 

   事業者Ａ：「Ａ」        以上を報告。 
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委員長 

Ｃ委員 

 

 

 

公認会計士 

 

 

Ｃ委員 

 

 

公認会計士 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

公認会計士 

Ａ委員 

公認会計士 

 

 

Ｄ委員 

 

公認会計士 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 それでは本報告についての質疑に入らせていただきます。 

 事業者Ａは指定管理料の７％を利益として計上しており、法人全体の売上高経

常利益率としては 2.6％ぐらいとのことでした。これは業務全体よりも個々の事業

に関しての利益の計上率が高いということになりますが、７％というのは特段高

いということではないわけですね。 

 私がこれまで見てきた事業者と比べると、低いというわけではないです。そも

そも利益として提案をせず本部経費に利益を混ぜ込む事業者もいるため、一概に

高い低いという評価は難しいですが、極めて高いというほどではないと思います。

 収益性の点数が高くないと思いますが、こういう業界で収益性が高いのもどう

かと思います。今回の報告では、利益率が高くなると、収益性が上がるというこ

とですね。 

 そのように考えていただいて構いません。評価項目としては、企業が持ってい

る全資産に対してどれぐらい利益を上げているかという総資本経常利益率、売上

に対する利益率があります。利益が上がれば上がるほど、収益性が高くなります。

業種によって利益率はまちまちなので、あくまで事業者の特徴としてご認識いた

だければと思います。 

 全体的には問題なしということですね。この事業者は純資産が大きいですね。

規模が大きい事業者ということですよね。 

 他の事業者と比較すると、中堅より大きい規模だと思います。 

 先生から見て、経営上５年は大丈夫だろうと。 

 少なくとも現時点においては、そのように見受けております。ただ、我々会計

士の業界でも将来を保証するのが難しい時代ですし、不祥事など何が起こるか分

かりませんが、今できる分析上では、問題ないと認識しております。 

 資金計画分析の人件費の検討で、著しい異常点は見受けられないとのことです

が、異常点があったら教えてください。 

 そこまでおかしいと思った点はありませんでした。著しい異常点と言いますと、

給与規定に比べて明らかに人件費が高かったり、人員配置と見積に記載している

人数がかけ離れていたりという場合です。常勤職員の多い少ないは事業者の問題

なので、ここでは問題にしていません。 

 他になければ、財務状況等分析結果の質疑は終了といたします。 

（公認会計士退席） 

 

３ 議題の審議 

 議題１ 第一次審査通過事業者の決定について 

 ・事務局より第一次審査について説明 

 

 それでは、第一次審査について審議いたします。 

 まず、採点の結果について各委員から講評をお願いいたします。 

 事業者Ａは類似施設の管理実績が多く、先ほどの財務状況等分析でもあったと

おり事業規模が大きいので、人員配置での問題はないと評価しました。 

 賃金規定の基本給を見るとあまり高くないのですが、今回の提案ではベテラン

の方を雇っていて、そんなに悪くないという印象です。施設長、副施設長が土曜
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Ｄ委員 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やイベント等の際に出勤するのは安心ですが、休みをちゃんと取れるのか心配で

す。 

 苦情対応のシステムやマニュアル、地域の特徴はうまく掴んでいると思います。

外国人の利用者が多いことに対して、英語と中国語のおたより作成が良いと感じ

ました。 

 学童定員が増えるため、今の学童クラブ室とは離れた部屋を活動場所にすると

いうことで、スタッフの配置や子どもの動きについてどう考えているのかを二次

審査に進めば具体的に伺いたいと思います。また、年代に応じた健全育成という

ことで、学童利用者とプラザに来館した小学生を分けるとのことでしたが、ここ

も具体的な運用について聞いてみたいです。学校との情報共有については書類か

ら見えてこなかったので、どのようにするのかヒアリングしたいと思います。 

 面白いなと思ったのは、施設に宿泊するというイベントですね。わくわく感、

オリジナリティがあると思います。リスクも伴いますが、そこにチャレンジする

という姿勢を評価しました。 

 全体的に、お任せしても安心という印象です。具体性に欠ける提案もありまし

たが、マイナスにする要素は感じませんでした。まとまった提案だと思います。

人件費に関しては、施設長が 460 万円となっていますが、施設長は管理職ですか

らもっと高くてもいいかなと思います。 

 特徴が強く出ているという印象は受けませんでしたが、堅実な提案だと感じま

した。賃金の面では、正規職員の比率が高い割に人件費がそれほど高くないこと

が気になります。企業規模は大きいですが ISO 等の取得が一切されておらず、障

害者雇用率も未達であるところも気になりました。 

 堅実な提案ですが、実績のアピールが少ないという印象を受けました。 

 皆さんもおっしゃっていますが、特段ここが劣っているというようなポイント

はなかったように見受けられました。逆にすごく優れているというような目立っ

たポイントはなく、よく言えば堅実な提案です。ただ個人情報のような、資格を

取れそうなところをクリアされていないようなので、会社の方針が気になるとこ

ろです。概ね任せても安心できるのではないでしょうか。 

 私も総評としてはかなり安定感がある事業者だと感じました。提案からは次世

代育成の意識が感じられ、好感を持ちました。「いつでも頼れる身近な存在」とい

う、何気ない言葉ですが、子どもの拠りどころになるという視点が良いですね。

施設を利用して終わる関係ではなく、ずっと子どもたちを見ていくという視点を

大事にしてほしいと思います。 

 職員が楽しく働けるという視点も良いと思いましたが、私も給与の面が気にな

りました。あまり高くないですが、この業界自体賃金が安いです。 

 現運営事業者の第三者評価のアンケート結果を拝見したところ、子どもの言い

争いに職員が入ってくれないという回答がありました。子どもが衝突している場

面をよく見ようとしているのか、子どもの言葉に耳を傾けようとしているのかが

現事業者の課題だと思います。事業者Ａにもこの点はヒアリングしたいと思いま

す。 

 学童クラブの定員増について、提案書に記載されているくらいの配慮で大丈夫

なのか、二次審査で伺いたいと思います。 

 中高生が自分で食事を作るという事業が良いと思いました。中高生になったら、
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事務局 
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委員長 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

Ｃ委員 

 

自分で出来るようになる力を育てることは大変大事です。何気ない提案ですが、

良い提案だと感じました。 

 各委員からご意見を伺いましたので、これらの意見を受けてご意見・ご質問は

ありませんか。 

 職員に対するメンタルヘルス等のフォロー体制について記述がありませんでし

た。実際はされていると思いますが、重要な点ですので気になります。また、シ

ルバー人材センター等を活用した提案について、具体性がなく、「促進する」とい

うような記述に留まっているので、積極的に取り組んでいただきたいと思います。

 私はシルバー人材センターや区内中小事業者の活用について、網羅的に書かれ

ており優れていると評価しました。具体的な内容はヒアリング時に聞きたいと思

います。 

 この審査において、基準点というものはあるのでしょうか。委員の中でも点差

があるところもありますし、今回の点数は、８割に届かない点数ですが。 

 各委員の点数のばらつきについては、委員の皆様の考え方、提案のどこに重き

を置くかということですので、ある程度のばらつきは結構でございます。基準点

ではございませんが、一般的に一次審査の通過は６割以上の得点ということが多

うございます。 

 「劣る」提案ばかりというような極端な場合は注意する必要があると思います。

それぞれの着眼点がございますので、ある程度の点差については着眼点が活かさ

れた結果ということですね。 

 先ほどの、シルバー人材センターや障害者授産施設の活用ですが、授産施設の

おやつは品質も味も良く、子どもにとっても良いと思います。 

 それから、職員が気持ちを込めて対応しても、なかなか心を開かない子どもが

います。そういう子どもに対して、意見を言いやすいであるとか明確な対応をす

るという記載が出てこないという点が気になりました。ここはヒアリングで伺い

たいと思います。 

 各委員のご意見を受けて、点数を修正されたい方はいらっしゃいますか。いら

っしゃらないようなので、事務局より点数発表をお願いいたします。 

 では事務局よりあらためて、点数を発表いたします。 

 １位：事業者Ａ ７５７点です。 

 それでは、第一次審査の点数及び通過事業者を確定してよろしいでしょうか。 

（承諾） 

 第一次審査通過者を事業者Ａに決定いたします。 

 

 議題２ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）について 

 ・事務局より第二次審査について説明 

 

 参加者は３名程度、施設長予定者を中心として行うということですね。プロジ

ェクターの使用は要らないと思います。設定がうまくいかず使えないということ

が過去にありましたので、資料は十分にいただいておりますし、その分質疑応答

に時間を割きたいですね。 

 補足資料があれば紙媒体で、多少持ってきてもらっても良いと思います。コン

パクトに説明いただいて、質疑応答という流れで良いのではないでしょうか。 
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全委員 

 第二次審査をウェブで開催する可能性はないのでしょうか。 

 基本的には参集いただく予定でございます。委員の方々はウェブで参加し、事

業者は参集でという方法は可能です。 

 ちなみに、参加者については、施設長予定者のほかに、事業本部の担当者であ

ることが多いです。 

 資料は紙資料ということで、提案書類の中で抜粋してやっていただくという方

法もございますけれども、例えばＡ３程度にコンパクトに強調したい部分を整理

して、それを基に当日プレゼンしていただくという方法もございます。 

 今までの実績でいうと、参加者は３名程度、プロジェクターを使わなければ、

紙媒体の追加資料はＡ３用紙１枚にまとめてということですね。 

 開催方法について、確かに現場で空気感をもって審査するということも大事だ

と思いますが、就職面接などもすべてオンラインでやっているところもあります

ので、委員はウェブ参加でもよいのではないかと思います。 

 人数、ソーシャルディスタンスの問題ですね。 

 会場は広い部屋を用意しておりますので、委員に参集いただいても密にならず、

その点は大丈夫です。 

 新しい生活様式というのも悪くないと思いますし、事業者が１者ですからオン

ラインもやりやすいのではないかと思い提案しました。 

 オンラインで実施するか、参加人数を３名程度に絞り、ソーシャルディスタン

スを確保して短時間で参集して実施するかという２つの選択肢がありますね。 

 ウェブ開催はおそらく今までないことなので、有効性を確認するという意味で

非常に興味深いです。１者であればやりやすいとも思いますが、円滑な進行に一

抹の不安があるようならば参集で良いと思った次第です。 

 施設長予定者の人柄は大事ですよね。実際にお会いした方がよく見える部分が

あると思います。感染症の状況を踏まえ、基本は対面で、感染が急激に拡大して

いるような状況であれば再考するという方向で、いかがでしょうか。 

（承諾） 

 参加者は３名程度ですが、大型児童センターですし、施設長の代わりになるサ

ブの方も入れていただきたいと思いますが、主任クラスの方も参加いただく必要

はどうでしょう。 

 こういう方が必要だということがあれば、３名に限らず、参加者数をご決定い

ただければと思います。 

 提案内容を見ると本部のサポートが大きいので、本部の方にもお話を伺う必要

があると思います。多く来ていただく必要はないですが。実際子どもに接する職

員にも話を聞きたいですね。 

 私は施設長だけで良いとも思いますが、学童の定員が増えるので、学童の責任

者がいればその方にお話しを聞いてみたいです。 

 それでは、施設長予定者、本部担当者、学童クラブの責任者予定者を参加者と

するということでよろしいでしょうか。 

（承諾） 

 追加要望資料はございますか。事業者が追加で出したいというものがあれば、

それを受け入れるということでよろしいでしょうか。 

（承諾） 
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 事業者の持ち時間はいかがでしょうか。準備５分、プレゼンテーション１５分、

ヒアリング１５分。 

 ヒアリングの時間については目途ですので、伸びても短くても結構です。プレ

ゼンテーションは１５分に収めるよう事業者に伝えます。 

 では、このような時間設定でよろしいでしょうか。 

（承諾） 

 二次審査の選考基準については、修正ございますか。こちらで決定してよろし

いでしょうか。 

（承諾） 

 

４ 今後のスケジュール 

 ・事務局より今後のスケジュールについて説明 

 

５ 閉会 

  （委員長あいさつ） 

 

11



 

会  議  名 第３回港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時      令和３年６月２９日（火） 午後６時から午後７時３０分まで 

開 催 場 所      区役所９階 ９１５会議室 

委   員      
出席者 ５名 

阿部委員長、野澤副委員長、請川委員、宮地委員、西川委員 

事 務 局      芝地区総合支所管理課長 高嶋、施設運営担当係長 高野、管理係 児玉 

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第      

１ 開会 

２ 議題の審議 

 議題１ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）について 

 議題２ 指定管理者候補者の選考結果について 

３ 閉会 

配 付 資 料      

資料１   第３回選考委員会タイムスケジュール 

資料２   第二次審査選考基準・採点表（事業者Ａ） 

資料３   第二次審査評価用メモ（事業者Ａ） 

資料４   第二次審査集計表（※採点終了後、机上配布） 

資料５   第２回選考委員会議事録 

参考資料１ 第一次審査採点集計表 

参考資料２ 第一次審査コメント一覧 

会議の結果及び主要な発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

Ｃ委員 

 

事業者Ａ 

 

 

 

１ 開会 

 ・事務局より本日のスケジュールについて説明 

 

２ 議題の審議 

 議題１ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）について 

 

（事業者Ａによるプレゼンテーション実施） 

 

 それではヒアリングに入らせていただきます。 

 学童クラブ定員が 50名増えることを受けて、２部屋に分けて使用するという提

案がありました。分け方は具体的にイメージされていますか。 

 低学年と高学年とで登室する時間帯が異なりますので、衛生面から少なくとも

おやつを提供する部屋は固定いたします。その時間帯は、もう１部屋は学習や工

作等の日常の遊びをする部屋として、食べるお部屋と遊ぶお部屋という形で空間
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を分けることを想定しています。 

 受付は１箇所というお話でしたが、受付した後におやつの時間以外は学年ごと

で部屋を分けるということですか。 

 低学年が入室する時間が早いので、先に低学年、その後高学年におやつを提供

して、それ以降は学年関係なく自由遊びという形をイメージしております。 

 学童クラブ定員が 50名増えることへの不安はありますか。建物の広さは変わら

ない中で、50 名増えることは影響が大きいと思いますが。 

 正直申し上げて、入口の混み具合やロッカーの場所など、いくつか気を付けな

ければならないことがあります。しかし、あえてクラス分けをせず、１年生から

６年生まで一緒に過ごせるところに学童クラブの意義、重要性があると思います。

最初は試行錯誤するかもしれませんが、与えられた環境でどのように過ごすかは、

子ども会議のような場を設けて、子どもたちと一緒に考えたいと思います。それ

を踏まえて工作室等のお部屋を活用し、子どもたちがいろんな部屋に行けるよう

な流動的な活動をしていけば、もっと狭く、また学童の多い施設の経験もござい

ますので、50 名増への対応も十分可能と考えております。 

 職員に対するメンタルヘルスへのフォロー体制はどうなっていますか。 

 入社１年目の職員や新任責任者に対して、他施設の先輩職員が相談役となり悩

みを聞いたりアドバイスをしたりする「メンター制度」を実施しています。この

ほか、３か月に１回、全職員に対して心身の状況についてアンケートを実施し、

その結果を指標化しています。不調が見られた職員に対しては施設長だけでなく、

本部が面談を実施し、丁寧にフォローしています。また、職員の健康の維持への

配慮から、１年に１回、全職員に対してストレスチェックを実施しています。 

 ここ１年半ほど新型コロナウイルス感染症の影響が出ている中で、新しい生活

様式に合わせた「青空ヨガ」のようなイベントの提案がありますが、この影響は

これから１年、２年と続いていくと考えられます。これからもどんどん工夫して

いく必要があると思いますが、他に考えられていることがあれば教えてください。

 私が現在施設長を務めている施設では、２時間ごとにおもちゃの消毒や換気の

時間を 30分取るという形でイベントを実施しております。また、Zoom を使い施設

に来られない方向けの乳幼児リトミックの講座を実施しています。小学生向けに

Zoom を使うような事業はなかなかできませんが、乳幼児の利用者は育児が大変な

時期に少しでも交流が持てるよう、コロナ禍だからできないというのではなく、

模索しながらイベントを行っていきます。 

 小学校と神明子ども中高生プラザは少し離れていると思いますが、子どもたち

が学童クラブまで来る、あるいは学童クラブから帰る際の安全対策は、どのよう

にお考えですか。 

 芝地区では青色防犯パトロールの方に夕方や児童の下校時刻に巡回していただ

いています。そういった仕組みや地域の方と連携して、小学校とも月１回程度、

連絡会という形で事故の多い場所や下校時の子どもたちの様子を共有したいと考

えております。 

 また、神明子ども中高生プラザは建物の上の階にありますので、下の階まで必

ず職員が下りて、子どもたちがそれぞれの方向にまっすぐ帰るように見送りたい

と思います。スクールサポーターの方とは密にお話をさせていただきまして、学

校で起こったことだけでなく、施設でのことも共有しながら子どもたちの安全を
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考えていくつもりです。 

 提案書を読ませていただくと、どうしてもお母さん寄りの提案になっているよ

うに見えますが、お父さんの家庭での役割も重要だと思います。 

子どもとお父さんの関係をどう捉えていくかというアイディアがあれば教えて

いただきたいです。 

 私が運営している施設では、日曜日にお父様といらっしゃるご家庭があります。

そこで、「家族ヨガ」のように「家族〇〇」という、どなたが来てもいいようなネ

ーミングにしています。「ママと〇〇」というようなイベントが多くなってしまい

がちですが、ネーミングを変えただけでも参加しやすいと思います。また、あえ

てお父様と一緒にできるようなことを提案したいと考えております。乳幼児の時

に利用していただくと、小学生になってもお迎えにお父様が来ていただきやすく

なります。お父様が来た際にはなるべく声をかけ、来ていただけるようにしてお

ります。 

 現事業者の第三者評価のアンケートの中で、「自分の気持ちをよく聞いてもらえ

ているか」というような質問項目があり、「聞いてもらえていない」と答えたお子

さんがいらっしゃいました。子どもが自分の気持ちをしっかり伝えるためには、

話を聞いてもらう経験がとても大事だと思います。このような課題に対してどう

お考えですか。 

 なかなか話さない子どもや本を読んでばかりというような子どもには、職員か

ら一言でも声をかけるよう、ミーティング等で話しております。 

 職員の方でも「あの時に聞いてあげればよかった」というような思いがあると

思いますが、そういう話はなさっているんですか。 

 朝と夜にミーティングを行っていますが、そこまでの話は出来ていません。ど

うしても問題行動がある子どもに意識が行きがちなので、手のかからないように

見える子どもたちにもしっかり向き合う努力をしていかなければならないと思っ

ております。 

 中高生向けの軽食づくりという提案がとても良いと思いましたが、子どもが自

分のためではなく、家族のためにご飯を作るという視点はおありですか。 

 おっしゃる通りです。中学校に進学した子どもが進学先でうまくいかず、つま

ずき、家族との間にも歪みができているという中で、ご飯を一人で食べていると

いうこともありました。神明子ども中高生プラザでご飯を作って、家庭でもそれ

にトライして、それが会話のきっかけになるのではないかと願っています。 

今までも中高生からはおやつが欲しいという声があったので、ぜひ挑戦してみ

たいと考えております。 

単に食事の問題ではなく、人の役に立って感謝されること、喜んでもらえるこ

とが大切だと思います。 

 学校との連携、特に小学校との連携・情報共有はどのように行う予定ですか。 

 利用者が一番多く在籍している小学校とは、月１回の連絡会を実施します。ま

た、運動会や子どもたちの作品展に職員が伺ったり、特別支援学校の先生方に来

ていただいたり、学校での様子、施設での様子を共有するような機会を設けます。

 提案の中で、土曜日もイベントやシフトの状況により施設長・副施設長が出勤

するとありました。ローテーション表を見ると毎日出勤しているように見えます

が、勤務体制はどうなっているのですか。 
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 土曜日・日曜日に出勤する場合は翌週の平日に代休を取得し、週休２日を確保

しています。その際は、平日に施設長・副施設長両方が不在とならないようなシ

フトで配置をしています。 

 子ども会議の提案が素晴らしいと思いました。他の施設ですと、高校生がボラ

ンティアで関わったり、中高生の委員会のようなものがありますが、そのような

取組みは予定されていますか。また、中高生の利用はそんなに多くないと思うの

ですが、利用が増えるような周知等はどうされますか。 

 高校生の利用が一番少ないですが、高校の行事に出向いたり、おたよりの配布

をさせていただきたいと思います。また、中高生が音楽バンドを小学生に教えた

いと、ボランティアとして来てくれることがあります。小学生から施設を利用し

ていた子どもが中高生になって、バスケットボールやローラースケートの指導を

ボランティアでやっていただくなど、人数的には多くないでしょうが、そういう

中高生が１人２人と増えていって、もっともっと広がっていくことを続けていき

たいと思います。 

 ISO 等の取得をされていないようですが、今後取得の予定はありますか。 

 ISO9000s やプライバシーマーク等の取得はしておりませんが、保育・育成に関

する業務マニュアルの制定や、年間 100 種類を超える研修の実施などにより、品

質管理を実践しています。また、個人情報保護に関しては、施設において内部監

査室による監査を行い、規定の順守を確認しております。取得に関しては、今後

検討してまいります。 

 シルバー人材センターや区内中小事業者の活用について提案がありましたが、

具体的にどのように活用していくか教えてください。 

 シルバー人材センターには、学童クラブ登録児童の来館・退館サポートをお願

いすることを考えております。来館時は交差点等のポイントに立っていただき、

退館時にもポイントまでの見送りをしていただく予定です。また、区内中小事業

者にはイベントへの出店を依頼したいと考えております。単に商品を提供してい

ただくだけではなく、体験型のワークショップを企画し、より深く施設と事業者

が連携できるよう工夫します。 

 提案の中で英語と中国語のおたよりを作成するとありましたが、今運営されて

いる施設では、外国籍の方はいらっしゃいますか。  

 あまり在籍はありませんが、英語版のおたよりは出しています。 

 大型児童センターの運営、それから学童クラブ定員増という新しい問題がある

中で、これは克服したいという課題はありますか。 

 大型施設の運営では、職員一人ひとりの力量が最も影響すると思います。 

どこの部屋にいても安心して職員に任せられるということが、一番重要と考え

ています。職員がプロとしてきちんと仕事ができていれば、子どもたちも安心し

て利用できます。大型だから、人数が多いからということを理由にせず、職員が

子どもたちと向き合って育成をすることで、ここに来られてよかったなと思って

いただきたいです。そしていつかは子どもを連れて遊びに来てもらえるという関

係を地域の中に作れるのは、乳幼児から中高生まで集える大型施設だからこそだ

と思います。 

 以上で、プレゼンテーション及びヒアリングを終了いたします。 

事業者の方は、ご退席ください。 
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（事業者Ａ退席） 

 

（採点・休憩） 

 

 議題２ 指定管理者候補者の選考結果について 

 ・事務局より採点集計結果について報告 

 

【事業者Ａ】 

 第一次審査 757 点 第二次審査 402 点 合計点 1,159 点 

 

 それでは審議に入ります。この点数を受けまして、各委員の皆様から講評をお

願いします。 

 第一次審査ではバランスの取れた提案という印象を受けましたし、ヒアリング

では施設運営を具体的にイメージしていることが感じられ、良いと思いました。

学童クラブ定員が 50 名増えるため２部屋で運営されるとのことでしたが、子ども

たちが全く分かれるということではなく、子どもたちの交流を考えながら過ごし

方を自由に選べるよう工夫するところが安心して任せられると感じました。 

 実際は小学生の対応で大変なのではないかと思いますが、中高生が小学生をサ

ポートするなど、中高生自身が様々な提案ができるよう支援していくというとこ

ろが、「子ども中高生プラザ」という施設名称にふさわしい提案であると思いまし

た。 

 第一次審査では堅実な記述が多く、新型コロナウイルス感染症対策についても

新しい生活様式に対応した提案がありました。さらに何かあるかという質問に対

しても、何とか答えられたというところは良かったと思います。 

 定員増に関する部分は、考え方の整理がされていましたし、ああいう形で対応

いただけるのであれば良いと思います。地域との連携、小学校等との情報交換を

行うというところも重視し、点数を高くつけました。大規模施設の運営に対して、

建物管理という意識が薄いという印象を受けましたが、全体としては評価できる

内容だったと思います。 

 大きな企業で経営は安定しているようですし、ヒアリングで発言された施設長

候補者などの対応も非常に安定していて、安心して任せられるという印象でした。

ただ目新しい提案はなく、ウィズコロナからポストコロナになっていく中で、も

う一工夫あればと期待するところです。提案資料ではＩＣＴを盛り込んだ提案が

随所にありましたが、ヒアリングで伺ったところ Zoom でのコミュニケーションが

手一杯のようですので、SNS 等の実践はこれからなのだろうと思いました。 

 地域との関係については、ただ仲良くするというだけでなく、スクールサポー

ターとの連携などが挙げられていたので、安定感を感じました。 

 全体として、考え方が非常に良いと感じました。ヒアリングの中では施設長候

補者の抱負を聞くところまで至りませんでしたが、誠実で課題をきちんと受け止

める方であると感じられ、そこを評価しました。 

 事業者Ａの考え方の良いところは、この施設を拠点として繋がっていくという、

拠点づくりの意識があるところです。この姿勢を貫いていくには、本部のバック
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事務局 

委員長 

 

全委員 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

アップがされて、組織的に動けるような体制が出来ていると良いと思うのですが、

今の段階でここまで出来ている事業者はそう多くないと思いますので、高めの評

価をしています。 

 ここまでで、評価を変えられる方は居ませんか。 

それでは、第一次審査・第二次審査合計点数及び順位を発表します。 

 １位 事業者Ａ 合計点数 1,159 点 

 よって、港区立神明子ども中高生プラザの指定管理者候補者は１位の事業者Ａ

でよろしいでしょうか。 

（承諾） 

 それでは、当委員会は、港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者とし

て、事業者Ａを選定いたします。 

 

５ 閉会 

 以上をもちまして、港区立神明子ども中高生プラザ指定管理者候補者選考委員

会を終了いたします。 
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Ⅰ 施設の概要 

１ 指定管理者制度導入の趣旨 

  港区では、多様化する 区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応や効率的で効果的な区民

サービ ス を提供する ため、 公の施設の管理・ 運営を 包括的に代行さ せる 指定管理者制

度を積極的に導入し ていま す。  

 今回、 現在の指定管理者の指定期間満了に伴い、「 神明子ど も 中高生プラ ザ」 の管

理・ 運営について、 民間事業者等が持つノ ウ ハウ やアイ デア、 専門性など を 活用する

ため、 指定管理者を 広く 募集し ま す。 応募にあたっ ては、「 港区指定管理者制度運用

指針」（ 別紙１ ） に基づく 区の方針を十分に認識し 、 ま た、施設の設置目的等を理解の

う え、 本要項に基づく 創意工夫のある 提案を期待し ていま す。  

 

２ 子ども中高生プラザの設置目的  

港区では、 こ れま で「 港区基本計画・ 港区実施計画・ 各地区版計画書」 及び「 港区

次世代育成支援対策行動計画（ 現「 港区子ど も ・ 子育て支援事業計画」）」 に基づき 、

家庭や地域と 協力し 、子ど も の集団やそのリ ーダーを育成する と と も に、地域におけ

る 子ど も の活動と 交流の場の整備・ 拡張を 進める ため、 ５ 地区の総合支所（ 芝地区、

麻布地区、赤坂地区、高輪地区、芝浦港南地区） ごと に、既存の児童館・ 学童ク ラ ブ、

教育委員会など と 連携し ながら 、乳幼児から 中高生ま での幅広いニーズに対応し てい

く と いう 目的の下、 地域の中核的児童施設と し て、 設置条例に基づき 、 子ど も 中高生

プラ ザを 整備し てき ま し た。  

ま た、 子ど も ・ 子育て支援法に基づき 策定さ れた「 港区子ど も ・ 子育て支援事業計

画」の方針を 踏ま えて、子ど も 中高生プラ ザにおいても「 放課後児童健全育成事業（ 学

童ク ラ ブ事業）」 や「 地域子育て支援拠点事業（ 子育てひろば事業）」 など 様々な子育

て支援施策を充実さ せていき ま す。  

 

３ 神明子ども中高生プラザの概要  

（ １ ） 名称 

  港区立神明子ど も 中高生プラ ザ 

 

（ ２ ） 所在地 

東京都港区浜松町１ 丁目６ 番７ 号 

 

（ ３ ） 施設規模 

  ア 建物名称： プラ ザ神明 

  イ  構  造： 鉄筋鉄骨コ ンク リ ート 造 
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  ウ  階  数： 地上８ 階、 地下１ 階 

エ 敷地面積： ２ ， ４ ２ ７ ． ９ ７ ㎡ 

  オ 延べ床面積： ９ ， ９ ０ ７ ． ２ ４ ㎡ 

  （ 内訳）  

（ ア） 神明子ど も 中高生プラ ザ（ ５ 、 ６ 階の一部）      １ ， ３ ２ ５ ． １ ６ ㎡ 

   （ イ ） 併設施設 

神明いき いき プラ ザ（ １ 、 ２ 、 ４ 、 ６ 、 ７ 階の一部及び各階の共用部分）   

 ６ ， ０ ８ ５ ． ３ ６ ㎡ 

神明保育園（ １ ～３ 階の一部）            ２ ， ４ ９ ６ ． ７ ２ ㎡ 

カ 主な諸室 

（ ア） 乳幼児： キッ ズプレ イ ルーム 

児童用： 学童ク ラ ブ室 

共 用： プレ イ ルーム、 ダンス ス タ ジオ、 音楽ス タ ジオ、 工作室、 学習室・

図書室、 ラ ウ ンジ、 多目的室、 体育館、 事務室 

  ※施設の図面については、 公募要項配布期間中（ 令和３ 年４ 月１ ３ 日から ５ 月２ ６

日ま で） に港区役所２ 階芝地区総合支所管理課窓口にて配布し ま す。  

 

（ ４ ） 開設年月日： 平成２ ４ （ ２ ０ １ ２ ） 年９ 月１ 日 

 

（ ５ ） 開館日・ 開館時間 

ア 子ど も 中高生プラ ザの開館日・ 開館時間 

開館日 

通年 

（ 国民の祝日に関する 法律に定める 休日、 12/29～

31、 1/2～3 を 除く ）  

開館時間 9： 30～20： 00 

 

イ  各事業の実施日・ 実施時間 

事業名 事業実施日 事業実施時間 

学童ク ラ ブ 

ア 月曜日～金曜日 

イ  土曜日 

ウ  三季休業期間の平日 

（ 国民の祝日に関する 法律に定める 休

日、 12/29～31、 1/2～3 を除く ）  

ア 下校時～19： 00 

イ  8： 00～17： 00 

ウ  8： 00～19： 00 

子育てひろば 

通年 

（ 国民の祝日に関する 法律に定める 休

日、 12/29～31、 1/2～3 を除く ）  

通年 10： 00～18： 00 

 

（ ６ ） 利用対象者 

ア 児童及び児童の保護者その他関係者 

イ  上記に掲げる 者のほか、 区長が適当と 認める 者 



 3

 

（ ７ ） 使用料（ 利用料金）  

施設の利用は、 無料です。  

 

（ ８ ） 併設する 施設の概要 

当施設には、神明いき いき プラ ザ（ 高齢者施設） 及び神明保育園（ 区立認可保育園）

が併設さ れていま す。  

なお、 神明いき いき プラ ザ及び神明保育園は別指定管理者が業務を 行いま す。  

ア 神明いき いき プラ ザ（ １ 、 ２ 、 ４ 、 ６ 、 ７ 階の一部及び各階の共用部分）  

 開館日・ 開館時間 

開館日 
通年 

（ 12/29～31、 1/1～3 を 除く ）  

開館時間 
月曜日～土曜日 9： 00～21： 30 

日曜日     9： 00～17： 00 

 

イ  神明保育園（ １ ～３ 階の一部）  

（ ア） 定員 １ ７ ０ 名 

０ 歳児（ ３ か月～）       ２ １ 名 

１ 歳児            ２ ９ 名 

２ ～５ 歳児         各３ ０ 名 

 

（ イ ） 開園日・ 開園時間 

開園日 通年（ 12/31、 1/1～3 を 除く ）  

開園時間 

 基本保育 早朝保育 延長保育 

月曜日～金曜日 7： 15～18： 15 6： 15～7： 15 18： 15～22： 00

土曜日～日曜日 7： 15～18： 15 実施し ま せん 実施し ま せん 

※ただし 、 区長が必要と 認める と き は、 変更する 場合があり ま す。  

 

４ 指定期間 

令和４ 年４ 月１ 日から 令和９ 年３ 月３ １ 日ま で（ ５ 年間）  
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Ⅱ 指定管理者が行う業務 

１ 事業運営 

（ １ ） 基本事業 

  指定管理者が行う 事業に関する 業務は、 港区立子ど も 中高生プラ ザ条例（ 平成

１ ４ 年港区条例第５ ０ 号、 以下「 条例」 と いう 。） 第３ 条で、 次のよ う に定めてい

ま す。 詳細については、 業務基準書（ 別紙２ ） 及び業務仕様書（ 別紙３ ～７ ） を

参照し てく ださ い。  

ア プラ ザ施設の利用に関する こ と 。  

イ  児童の自主活動に関する こ と 。  

ウ  中学生、 高校生等の文化、 芸術活動等に関する こ と 。  

エ 児童の体力増進に関する こ と 。  

オ 児童の相談に関する こ と 。  

カ 子育て支援に関する こ と 。  

キ 学童ク ラ ブに関する こ と 。  

ク  児童に係る 情報の収集及び提供に関する こ と 。  

ケ 地域組織等と の連携、 協力及び交流に関する こ と 。  

コ  前各号に掲げる も ののほか、 区長が必要と 認める 事業 

 

（ ２ ） 提案事業 

条例第１ 条に定める 目的を 達成する ため、 上記（ １ ） に基づく 事業を提案し て

く ださ い。 事業を計画する 場合は、 本施設が芝地区の中核的児童施設である こ と

を 十分に認識の上、 地域の特性を踏ま えた効果的な事業を 提案し てく ださ い。  

なお、 提案事業は、 事前に区と 協議の上決定し 、 指定管理料の範囲内で実施し

ま す。  

 

（ ３ ） 自主事業 

上記（ １ ）（ ２ ） のほか、 本施設の設置目的に合致し 、 かつ、 本業務の実施を妨

げない範囲で、施設の利用率向上等を 図る ための事業を 自主的に行う こ と ができ

ま す。  

なお、 自主事業は、 事前に区と 協議の上決定し 、 事業に係る 経費は事業者の負

担と し ま す。  

 

（ ４ ） 職員体制 

ア 施設長 

こ れま でに児童福祉施設（ 児童厚生施設・ 児童養護施設・ 保育園等） 及びこ れに

類する 施設に３ 年以上勤務し たこ と があり 、 施設運営について熟知し た者を 配置

し てく ださ い。  
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イ  副施設長 

こ れま でに児童福祉施設（ 児童厚生施設・ 児童養護施設・ 保育園等） 及びこ れに

類する 施設に勤務し た経験があり 、 施設運営について熟知し た者を 配置し てく だ

さ い。  

ウ  職員 

（ ア） 児童福祉施設勤務経験者を 含み、 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を 定める 条例（ 令和２ 年１ ２ 月９ 日条例第５ １ 号） 第４ ９ 条の規定に該当す

る 者を 配置し てく ださ い。  

（ イ ） 障害児の受入れについては、 港区児童館等における 障害児受入れに関する 実

施要綱（ 平成２ ３ 年２ ２ 港子子第２ ４ ３ ４ 号） 第５ 条に基づき 、 適正な職員配置

を行っ てく ださ い。  

エ 学童ク ラ ブ事業担当職員（ 放課後児童支援員）  

（ ア） 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 基準を定める 条例（ 平

成２ ６ 年度条例第２ ９ 号） 第１ ０ 条第３ 項の規定に該当する 者を 配置し てく ださ

い。 職員数については、 学童ク ラ ブの定員に対応する ため、 同条例第１ ０ 条第２

項及び第４ 項並びに同条例施行規則第３ 条第１ 項の規定に基づき 、 低４ 名（ う

ち２ 名は補助員可） 配置する 提案をし てく ださ い。  

※ 職員数の考え方 

１ グループ（ 支援の単位） ごと に、 ２ 名以上の放課後児童支援員を 配置する こ

と と し 、 １ グループを 構成する 児童の数は、 おおむね４ ０ 名以下と し ま す。 た

だし 、１ グループに配置する 放課後児童支援員は１ 名を除き 補助員（ 放課後児

童支援員を 補助する 者） をも っ てこ れに代える こ と ができ ま す。  

 

（ ５ ） その他 

ア 地域懇談会の開催や意見箱の設置等によ り 、利用者や地域から の意見・ 要望等、

ニーズの把握を行う こ と 。  

イ  パンフ レ ッ ト ・ 広報紙の発行、 ホームページの作成など によ り 、 子ど も 中高生プ

ラ ザのＰ Ｒ を 行う こ と 。  

ウ  他の子ど も 中高生プラ ザ、児童館等と の連絡調整に協力する こ と（ 概ね月１ 回）。 

エ 地区内の他の施設と の連絡調整に協力する こ と （ 概ね月１ 回）。  

オ 施設職員が行政運営の担い手の一員と し て自ら 自覚でき る よ う 、 人材育成に取

り 組むこ と 。  

 

２ 施設の維持管理 

（ １ ） 施設の維持管理業務 

指定管理者が行う 維持管理に関する 業務は、 下記のと おり です。  

複合施設の主たる 管理者は、 いき いき プラ ザを 管理する 指定管理者であり 、 建物

の全体管理と 共有部の維持管理を責務と し ま す。  
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神明子ど も 中高生プラ ザは、いき いき プラ ザを 管理する 当該指定管理者や神明保

育園を管理する 指定管理者と の情報共有等、 日常的な連携を 図り ま す。  

詳細については、 業務基準書（ 別紙２ ） 及び業務仕様書（ 別紙３ ～７ ） を 参照し

てく ださ い。  

ア  子ど も 中高生プラ ザの利用登録受付、 登録証の発行を 行う こ と 。  

イ   学童ク ラ ブ児童見守り シス テムの利用受付業務を 行う こ と 。  

ウ   施設の日常、 定期及び特別清掃を 行う こ と 。  

エ  学校１ １ ０ 番非常通報装置点検を 行う こ と 。  

オ  侵入者に対する 万全の対策を 行う こ と 。  

カ  施設の維持管理に関する ほか下記の業務を 行う こ と 。  

（ ア） 施設・ 付属設備の管理及び物品等の取扱いに関する 業務 

（ イ ） １ 件１ ３ ０ 万円（ 税込） 以下の軽易な修繕及び整備 

（ ウ ） 施設内の清掃の保持、 整頓その他の環境整備に関する 業務 

キ 省エネルギー、 省資源、 グリ ーン購入に配慮し た管理運営に努める こ と 。  

 

（ ２ ） 安全・ 安心に関する 業務 

ア 災害や事故の発生など の緊急時において、 「 港区危機管理基本マニュ アル（ 改

訂版） 」 （ 別紙８ ） に基づき 、「 緊急対応マニュ アル」 を作成し 、 利用者等の避

難誘導、関係機関への通報、傷病者の医療機関への搬送の付き 添い、安全確保、

通報・ 連絡等の迅速かつ的確な対応を行う こ と 。  

イ  休日・ 夜間の連絡体制を 確立する こ と 。  

ウ  区有施設等安全点検及び点検報告( 日常点検・ 総点検・ エレ ベータ ー点検確認)  

「 港区有施設の安全管理に関する 要綱」（ 別紙９ ）、「 港区有施設安全管理業務実

施要領」（ 別紙１ ０ ） に基づく 安全管理体制の整備、 日常安全点検等を 実施する

こ と 。  

エ 震災及び新型イ ンフ ルエンザが発生し た場合を想定し 、「 港区業務継続計画」 に

基づき 、 開館時間外の災害その他あら ゆる 緊急事態、 非常事態に際し て、 従事

職員用の食料等の確保や業務体制の整備など速やかに対応でき る 体制を 整える

こ と 。 なお、 港区防災対策基本条例の規定に基づく 、 事業者の責務を 負う も の

と する 。  

オ Ａ Ｅ Ｄ 日常作動点検を 行い、 保守管理を行う こ と 。  

カ 上記アから オま でを 適切に遂行する ために、 事件・ 事故の際の対応を 定め、 職

員研修の実施等を 行う こ と 。  

キ 利用者に対する 見守り 、 声掛け、 相談、 利用者家族への引継ぎなど 様々な支援

を 行う こ と 。  

ク  芝地区総合支所等と の防災無線や避難所運営等の訓練に参加又は協力する こ 

と 。  

ケ 神明子ど も 中高生プラ ザは、 港区地域防災計画によ り 、 区民避難所（ 地域防災

拠点） に指定さ れていま す。 こ のため、 区が区民避難所（ 地域防災拠点） を 開設
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し た際には、 別途締結する 災害時協定に基づき 対応する こ と 。  

コ  プラ ザ神明は津波避難ビ ルに指定さ れていま す。 こ のため、 別途締結する 津波

避難ビルに関する 協定に基づき 対応する こ と 。  

サ 災害時は区の指示に基づき 区民の安全確保のため協力する こ と 。  

シ 管理する 個人情報の保護を はじ め情報セキュ リ ティ については、 本業務に従事

する すべての者が「 港区情報安全対策指針」（ 別紙１ １ ） を 遵守し 、 漏えいの防

止等の適正な管理に努める こ と 。  

 

３ 管理運営の基準 

（ １ ） 関係法令等の遵守 

指定管理者は、以下に掲げる も のを はじ めと し た関係法令等を 遵守し 、施設の管理

運営を行っ てく ださ い。  

 

ア 港区立子ど も 中高生プラ ザ条例及び施行規則 

イ  児童福祉法及び施行規則 

ウ  子ど も ・ 子育て支援法 

エ 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する 基準を 定める 条例及び施行規則 

オ 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 基準を 定める 条例及び施

行規則 

カ 港区学童ク ラ ブ条例及び施行規則 

キ 港区学童ク ラ ブ運営要綱 

ク  港区児童館等における 障害児の受入れに関する 実施要綱 

ケ 港区学童ク ラ ブおやつ代・ お楽し み会費助成要綱 

コ  港区子育てひろば事業実施要綱 

サ 地方自治法 

シ 労働関係法（ 労働基準法、 低賃金法、 労働安全衛生法等）  

ス  港区個人情報保護条例及び施行規則 

セ 港区情報公開条例及び施行規則 

ソ  港区環境基本条例 

タ  港区廃棄物の処理及び再利用に関する 条例及び施行規則 

チ 港区有施設の安全管理に関する 要綱 

  ツ  港区防災対策基本条例 

テ 港区暴力団排除条例 

ト  障害者の雇用の促進等に関する 法律 

ナ 障害を理由と する 差別の解消の推進に関する 法律 

ニ 児童虐待の防止等に関する 法律 

ヌ  その他施設の管理運営業務及び各種事業実施に関わる 各種法令・ 条例等 
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（ ２ ） 区が定める 指針等の遵守 

   以下の主な指針等を十分認識の上、 積極的に区と 連携し てく ださ い。  

ア 港区指定管理者制度運用指針  

イ  港区情報安全対策指針 

ウ  港区環境率先実行計画及び港区環境マネジメ ント シス テムハンド ブッ ク  

エ 港区区有施設受動喫煙防止対策基本方針 

オ 港区行政情報多言語化ガイ ド ラ イ ン  

カ （ 社） 港区シルバー人材センタ ー及び区内障害者授産施設等への優先発注 

キ 区内中小事業者への優先発注 

ク  港区の契約における 暴力団等排除措置要綱 

ケ 港区職員のハラ ス メ ント の防止等に関する 要綱 

  コ  港区職員接遇マニュ アル「 あったかマナーみなと 」  

  サ 港区職員の障害を理由と する 差別の解消の推進に関する 要綱 

  シ 港区が発注する 契約に係る 業務に従事する 労働者等の労働環境確保の促進に

関する 要綱 

   ※別紙「 区が定める 指針等の一覧」（ 別紙１ ２ ） を 参照し てく ださ い。  

 

（ ３ ） 再委託の禁止 

指定管理業務の全部又は主たる 部分を 再委託する こ と はでき ま せん。  

ただし 、清掃・ 警備及び設備の保守点検など 専門性の高い個別業務等については、

区の事前承認を得た場合に限り 、 再委託ができ ま す。  

 

（ ４ ） 地域と の連携 

地元町会・ 自治会や、 その他関係団体など 、 地域と 良好な関係を 築く ため、 地域

の行事やイ ベント に参加する など 、 積極的に交流を 図る こ と 。  

 

（ ５ ） 区と 指定管理者の役割及び管理責任の分担 

  ア 役割分担（ ◎： 主体的な役割 ○： 補助・ 助言・ 指導する 役割）  

項  目 指定管理者 港区 

設置者と し ての責務 － ◎ 

子ども 中高生プラ ザの管理運営 ◎ 
○ 

条例・ 規則事

項 

 
施設の管理（ 設備、 物品の管理）  ◎ ○ 

施設の占用・ 行為許可 － ◎ 

苦情対応 ◎ ○ 
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緊急時の対応（ 事件・ 事故等）  ◎（ ※）  ◎（ ※）  

施設の安全対策 

（ 安全点検・ 整備・ 改修等）  
◎（ ※）  ◎（ ※）  

広報・ PR ◎ ○ 

事業運営 ◎ ○ 

（ ※） 設置者と し ての責任は港区にあり 、 管理責任は指定管理者にある こ と を示し ま す。  

 

 イ  管理責任の分担 

           ○： 主たる 分担者 

項   目 内   容 

管理責任分担 

区 
指定管理者

１  法令等の変更 

( 1)  指定管理業務に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

( 2)  
上記以外の指定管理者自身に影響を及ぼす

法令等の変更 
 ○ 

２  税制の変更 

( 1)  指定管理業務に影響を及ぼす税制の変更 ○  

( 2)  上記以外の一般的な税制の変更  ○ 

３  物価変動 ( 1)  
指定期間中の物品費、 人件費等物価変動に

伴う 経費の増加 
 ○ 

４  金利変動 ( 1)  指定期間中の金利変動に伴う 経費の増加  ○ 

５  書類 

( 1)  区が作成し た書類に起因する 事項 ○  

( 2)  指定管理者が作成し た書類に起因する 事項  ○ 

( 3)  両者記名捺印し た協定書に起因する 事項 相互で協議 

６  
指定管理者の指

定 

( 1)  
区の事由によ り 指定管理者の指定が議会で

議決さ れない場合 
○  

( 2)  
指定管理者候補者の事由によ り 指定管理者

の指定が議会で議決さ れない場合 
 ○ 

７  

指定管理業務の

変更及び経費の

変動 

( 1)  
区の事由によ る 指定管理業務の変更に伴う

経費の増加 
○  

( 2)  
上記以外の事由によ る 指定管理業務の変更

及び経費の増加 
 ○ 

８  住民対応 ( 1)  地域と の協調  ○ 
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( 2)  
指定管理業務及び自主事業の内容に対する

住民から の苦情、 要望等 
 ○ 

( 3)  上記以外の区政全般への苦情、 要望等 ○  

９  環境問題 

( 1)  施設又は用地から の有害物質等の発生 ○  

( 2)  

指定管理業務及び自主事業に起因する 有害

物質の排出・ 漏洩、 騒音、 振動、 光、 臭気

等に関する も の 

 ○ 

10 不可抗力 

( 1)  

不可抗力（ 暴風、 豪雨、 洪水、 地震、 落盤、

火災、 争乱、 暴動その他の区又は指定管理

者の責めに帰すこ と のでき ない自然的又は

人為的な現象） によ る 被害の発生、 拡大及

び施設・ 設備の復旧 

○  

( 2)  

不可抗力によ る も ので、 指定管理者の対応

の遅れ、 施設管理の不備等によ る 被害の発

生、 拡大及び施設・ 設備の復旧 

 ○ 

11 施設の損傷 

( 1)  指定管理者の故意又は過失によ る も の  ○ 

( 2)  施設の設計・ 構造上の瑕疵によ る も の ○  

( 3)  

上記以外の経年劣化、 第三者行為（ 相手方

が特定でき ないも の） 等によ る も の（ １ 件

１ ３ ０ 万円を超える も の）  

○  

( 4)  

上記以外の経年劣化、 第三者行為（ 相手方

が特定でき ないも の） 等によ る も の（ １ 件

１ ３ ０ 万円以下のも の）  

 ○ 

12 
備品（ Ⅰ種）の損

傷 

( 1)  指定管理者の故意又は過失によ る も の  ○ 

( 2)  
上記以外の経年劣化、 第三者行為（ 相手方

が特定でき ないも の） 等によ る も の 
○  

13 
施設等の保守点

検 

( 1)  区の事由によ る 保守点検の増加 ○  

( 2)  
指定管理者の責め及び保守点検の不備によ

る 保守点検の増加 
 ○ 

14 第三者への賠償 

( 1)  
指定管理者の責めに帰すべき 事由によ り 第

三者に生じ た損害 
 ○ 

( 2)  上記以外の事由によ り 第三者に生じ た損害 ○  

15 セキュ リ ティ  

( 1)  
指定管理者の警備不備によ る 情報漏洩、 犯

罪発生等 
 ○ 

（ 2）  
上記以外の事由によ る 情報漏洩、 犯罪発生

等 
○  

16 使用料等の管理 ( 1)  

施設利用者から 徴収又は収納し た使用料、

区から 予め交付し た還付のための使用料、

事業に伴う 金銭の盗難・ 紛失 

 ○ 
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17 指定期間の終了 

( 1)  

指定期間終了の場合（ 指定期間の満了以前

の取消し 等によ る 場合を含む。）における 区

又は区が指定する も のに対する 業務の引継

ぎに要する 費用 

 ○ 

( 2)  

指定期間終了の場合（ 指定期間の満了以前

の取消し 等によ る 場合を含む。）における 原

状復帰に要する 費用 

 ○ 

 
（ 備考）  

２ -( 1)  消費税率の変更を想定し た規定です。  

２ -( 2)  収益関係税、 外形標準課税など 指定管理者自身に影響を 及ぼす税制の変更を

想定し た規定です。  

 

４ 運営経費に関する事項  

（ １ ） 指定管理料の支払 

指定管理料の額は、提案のあっ た経費を上限と し 、区の予算の範囲内で支払う も
のと し ま す。支払方法、支払時期については、基本協定書・ 年度協定書で定めま す。  

受託経費見積書は、区が定める 次の６ つの経費区分に従っ て作成し てく ださ い。 

なお、 区の会計事務と 同様、 原則、 経費区分間の流用はでき ないも のと し 、 やむ
を得ない理由で流用する 際は、 区と 協議の上決定する も のと し ま す。  

 
ア 職員人件費 

 施設に勤務する 職員等（ 管理運営体制に記載し た職員等） にかかる 人件費 

※ 事業計画に基づく 施設職員の確実な配置及び当該職員の人件費を 保障する 観

点や、 指定管理者の経営努力によ る 経費節減が見込ま れないこ と から 、 予算額

と 実績額の差額を 清算し ま す。 清算方法の詳細については、 基本協定書で定め

ま す。  

※ 人件費の積算に当たっ ては、 職員（ 再委託し た業務に従事する 職員を 含みま

す。 ） の 低賃金水準額を 遵守し てく ださ い。 低賃金水準額は、「 港区が発注

する 契約に係る 業務に従事する 労働者等の労働環境確保の促進に関する 要綱」

によ り 定めた金額と 同額です。 令和３ 年度は（ 一般事務・ 時給額） １ ， １ ０ ０ 円

です。 なお、 金額は、 毎年度見直し ま す。  

イ  光熱水費 

  施設の維持管理に必要な電気料金、 水道料金 

※ 光熱水費（ 電気、 水道代） については、 予算額と 実績額の間に乖離が生じ る

可能性が高いこ と から 、予算額と 実績額の差額を清算し ま す。清算方法の詳細

については、 基本協定書で定めま す。 なお、 電気及び水道の供給事業者への支

払いは神明いき いき プラ ザが行いま すが、経費は神明いき いき プラ ザ及び神明

保育園と 面積按分を 行い、 清算し ま す。  

※ 神明子ど も 中高生プラ ザには、 ガス 設備はあり ま せん。  

ウ  修繕費 
施設の修繕に必要な経費 



 12

※ 指定管理者が作成し た修繕計画に基づき 区が優先順位を設定し 、１ 件１ ３ ０

万円以下の建物躯体や建物設備の保全のための軽易な修繕及び整備費用（ 併設

施設部分を 含む。 ） については、 指定管理料に含めま す。  

※ １ 件１ ３ ０ 万円を 超える 修繕は、指定管理料と は別に区が実施し ま すので受

託経費見積には含めないでく ださ い。  

※ 予算額と 実績額の間に乖離が生じ る 可能性が高いこ と から 、予算額と 実績額

の差額を清算し ま す。 清算方法の詳細については、 基本協定書で定めま す。  

エ 事業運営費 

施設で実施する 各種事業に必要な経費 

※ 再委託によ る 予定金額と 決定金額の差額及び実績が見込みを 下回っ たこ と

によ り 発生し た執行残額を清算し ま す。清算方法の詳細については、基本協定

書で定めま す。  

オ 施設管理経費 
   施設の維持管理に必要な保守・ 検査業務、 清掃業務、 警備業務、 廃棄物処理等に

かかる 経費 

※ 再委託によ る 予定金額と 決定金額の差額を清算し ま す。清算方法の詳細につ

いては、 基本協定書で定めま す。  

カ その他経費 

   上記のいずれにも 該当し ない経費 

本社が労務管理など の業務を 一括し て行う ために施設（ 事業所）が負担する 経費、

施設を 本社など が支援する ために必要な経費、 民間企業等の利益など 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経費の計上にあたっ ては、 本社が担う 役割や業務内容、 利益の算定方法など 積

算根拠を明ら かにする 資料を 必ず添付し てく ださ い。  

 
（ ２ ） 備品購入の取扱い 

１ 点予定価格５ 万円（ 税込） を超える 備品については、 区が必要と 認めた場合に 
限り 、 区が購入し 、 無償で貸与し ま す。 備品の管理は指定管理者の責務と し ま す。 

    

（ ３ ） 収入 
神明子ど も 中高生プラ ザの利用料は、 無料です。  

管理運営業務は、 原則と し て区から の指定管理料で措置し ま す。  
なお、事業実施に要する 経費のう ち、参加者個人に直接かかる 経費（ 材料費など ）

「その他経費」における本部経費の内訳について 

事務管理経費 

 本社( 本部) 等によ る 施設支援に係る 、 人件費等、 会議費、 出張費等 

運営費 

本社( 本部) 等によ る 施設支援に係る シス テム維持管理費、 賃借料、 光熱水費、 リ

ース 料等 

租税公課 
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は区の考え方に基づいて徴収でき ま す。  
学童ク ラ ブの育成料は、区の収入と し 、育成料の収入に係る 事務は区が行いま す。 

学童ク ラ ブのおやつ代・ お楽し み会費は区が定める 金額を保護者負担と し 、 指定
管理者が徴収し ま す。  

その他については、 区と 指定管理者が協議の上決定し ま す。  

 
（ ４ ） 銀行口座の開設 

 本業務の実施に係る 支出及び収入を 適切に管理する ため、本業務に固有の銀行口
座を 開設し 、 適切な運用を 図る も のと し ま す。  

 
（ ５ ） 損害賠償保険 

施設運営にあたり 、指定管理者が業務を 行う に当たって施設に損害が生じ た場合

に対応する「 施設賠償責任保険」 と 施設利用者等に損害が生じ た場合の損害賠償額
を担保する ための「 第三者賠償保険」 に必ず加入し ま す。 指定管理者が加入すべき

保険の基準は、「 特別区自治体総合賠償責任保険制度」 で定める 金額と し ま す。  
 

（ ６ ） その他 

その他、本要項に定めのない事項については、区と 指定管理者が協議の上決定し 、
協定書によ り 定めま す。  

 

Ⅲ 選定手続 

１ 公募の手続・手順 

（ １ ） 申請者の資格   

地方自治法第２ ４ ４ 条の２ 第３ 項に規定する 法人その他の団体で、次のアから カ

の全てに該当する 者 

ア 子ど も 中高生プラ ザの運営に熱意を 持ち、 施設の効用を 大限に発揮する と と

も に効率的な管理運営を 図る こ と ができ る 者 

イ  指定期間中、 事業の管理運営を 安定し て行う 物的能力、 人的能力を 有し ている

者 

ウ  港区議会議員、 区長、 副区長、 教育長並びに地方自治法第１ ８ ０ 条の５  第１ 項

に規定する 委員会の委員及び委員が、 無限責任社員、 取締役、 執行役若し く は

監査役若し く はこ れら に準ずべき 者、支配人又は清算人と なっ ていない法人や、

その他の団体。 ま た、 区が資本金、 基本金その他こ れら に準ずる も のの二分の

一以上を 出資し ている 法人その他の団体であっ て、 区議会議員以外の者が役員

等と なっ ている も のも 可と する 。  

エ 応募時点において、 児童館（ 放課後児童健全育成事業を 含む。） の運営実績を 有

する こ と 。  

オ 本店、 支店、 事業所等のいずれかが、 東京都、 神奈川県、 埼玉県、 千葉県内のい

ずれかにある 法人又はその他の団体である こ と 。  

カ 団体又はその代表者が以下のいずれにも 該当し ないこ と 。  
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( ア)  地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 第２ 項及び第１ ６ ７ 条の５ 第１ 項（ 同項

を 準用する 場合を含む。） の規定によ り 港区における 一般競争入札等の参加を

制限さ れている 者 

( イ )  法律行為を 行う 能力を 有し ない者 

( ウ )  破産法に基づく 破産手続き 開始の申立てを し ている 者 

( エ)  会社更生法に基づく 更生手続き 開始の申立てをし ている 者 

( オ)  民事再生法に基づく 再生手続き 開始の申立てをし ている 者 

( カ)  国税又は地方税を 滞納し ている 者 

( キ)  地方自治法第２ ４ ４ 条の２ 第１ １ 項の規定によ り 指定管理者の指定の取消

し（ 法人格の変更等に伴う 指定の取消し を 除く 。） を 受けてから ２ 年間が経過

し ていない者 

( ク )  暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条に掲げる 暴力団、

又は暴力団若し く はその構成員若し く はその構成員でなく なっ た日から ５ 年

を 経過し ていない者の統制下にある 団体 

 

（ ２ ） 複数の団体によ る 共同申請 

ア 複数の団体で共同事業体（ 以下「 グループ」 と いう 。） を結成し 、 グループと し

て申請する こ と も 可能です。 その場合は、 申請時にグループを 結成し 、 適切な名

称を 設定の上、 代表団体（ 他の団体は構成団体と し ま す。） を定めてく ださ い。 グ

ループ内のすべての団体が上記（ １ ） 申請者の資格（ エを除く ） に該当する こ と

が必要です。  

イ  共同事業体で、 法人等を 設立する 場合は、 指定管理者の指定の議決ま でに、 法人

登記事項証明書又はそれに代わる 書類等を 提出し てく ださ い。  

ウ  当該グループの代表団体及び構成団体は、 別のグループ又は単独によ り 申請す

る こ と はでき ま せん。  

エ 代表団体及び構成団体の変更は原則と し て認めま せん。ただし 、区が業務遂行上

の支障がないと 判断し た場合に限り 、 変更でき る も のと し ま す。  

 

（ ３ ） 公募の日程  

公募要項発表        令和３ 年４ 月１ ３ 日（ 火）  

公募説明会・ 現地見学会   令和３ 年４ 月２ ２ 日（ 木）  

質疑受付          令和３ 年４ 月２ ２ 日（ 木） から  

令和３ 年４ 月２ ６ 日（ 月） ま で 

質疑回答          令和３ 年５ 月１ ０ 日（ 月）  

申請受付          令和３ 年５ 月２ １ 日（ 金） から  

令和３ 年５ 月２ ６ 日（ 水） ま で 

第一次審査（ 書類審査）    令和３ 年６ 月１ ６ 日（ 水） 予定 

第二次審査（ ﾌ゚ ﾚｾ゙ ﾝﾃー ｼｮﾝ）   令和３ 年６ 月２ ９ 日（ 火） 予定 

指定管理者候補者選定    令和３ 年７ 月下旬予定 
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指定管理者の指定      令和３ 年１ ０ 月予定 

 

（ ４ ） 公募説明会及び現地見学会 

ア 公募説明会 

・ 日時    令和３ 年４ 月２ ２ 日（ 木）  午前１ ０ 時～１ ２ 時 

・ 場所    港区神明子ど も 中高生プラ ザ 

 ※ 公募説明会終了後、 現地見学会を実施し ま す。  

イ  参加申込 

   公募説明会及び現地見学会参加申込書（ 様式Ⅰ）を 令和３ 年４ 月１ ９ 日（ 月）

午後５ 時ま でに、芝地区総合支所管理課 施設運営担当あてにメ ールで送付し て

く ださ い。（ 送信確認のため、 送信後に電話にて連絡をお願いし ま す。）  

 会場の都合上、 １ 者２ 名ま ででお願いし ま す。  

 見学会については、原則利用者が使用し ている 部分の写真撮影はでき ま せん。 

 来場・ 移動の際は公共交通機関をご利用く ださ い。  

（ ５ ） 申請手続 

応募を 希望する 事業者は、 下記の書類を提出し てく ださ い。  

提 出 書 類 様式 
部数 

正本 副本① 副本② 

① 指定管理者指定申請書 【 様式１ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

 
≪共同事業体の場合≫ 

[ Ａ ] 共同事業体構成書 
参考様式Ａ １ 部 １ 部 ８ 部 

 [ Ｂ ] 共同事業体協定書兼委任状 参考様式Ｂ １ 部 ― ― 

 [ Ｃ ] 宣誓書 参考様式Ｃ １ 部 ― ― 

 [ Ｄ ] 安定運営の取組 参考様式Ｄ １ 部 １ 部 ８ 部 

② 宣誓書 【 様式２ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

③ 定款、 寄附行為又はこ れに類する も の（ 新のも の）  － １ 部 １ 部 ８ 部 

④ 
法人の登記事項証明書（ 全部事項証明書）  

（ 申請日前３ か月以内に発行さ れたも の）  
－ １ 部 １ 部 ８ 部 

⑤ 印鑑証明書（ 申請日前３ か月以内に発行さ れたも の）  － １ 部 １ 部 ８ 部 

⑥ 預金残高証明書（ 新の決算期末日現在のも の）  － １ 部 １ 部 ８ 部 

⑦ 事業者の概要 

 <<公益法人の場合>>     

ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

・ 事業経歴、 役員（ 理事・ 評議員） 名簿、 法人運営に関す

る 基本的な考え方、 理念、 障害者雇用率 等 
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イ  決算書類（ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

・ 収支計算書（ 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対

照表、 財産目録、 計算書類に対する 注記）  
様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

ウ  事業報告書（ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

エ 収支予算書（ 今年度に係る も の）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

オ 事業計画書（ 今年度に係る も の）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

カ 監事の監査報告書 様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 <<Ｎ Ｐ О法人の場合>>     

 ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

 
・ 事業経歴、 役員名簿、 法人運営に関する 基本的な

考え方、 理念、 障害者雇用率 等 

 
   

 
イ  決算書類（ 直近の決算期３ 期分）  

・ 収支計算書（ 収支計算書、 貸借対照表、 財産目録）
様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 ウ  事業報告書（ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 エ 監事の監査報告書 様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 
※上記のイ ～エについては、 特定非営利活動促進法及

び内閣府令に基づく も のを提出し てく ださ い。  
   

 <<医療法人の場合>>     

 ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

 
・ 事業経歴、 役員名簿、 法人運営に関する 基本的な

考え方、 理念、 障害者雇用率 等 
 

   

 イ  損益計算書（ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 ウ  貸借対照表（ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 エ 株主資本等変動計算書 （ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 オ 付属明細書（ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 

カ 監事の監査報告書 

※上記のイ ～カについては、 病院会計準則に従っ たも の

を提出し てく ださ い。エについては、社員総会での承認

日を付記し てく ださ い。オについては、法人税確定申告

書に添付し た勘定科目内訳書の写し で代替し ても かま

いま せんが、 その場合には税務署に提出し た全てのも

のを提出し 、謄本である 旨の代表者の署名、捺印を付し

てく ださ い。 都道府県提出決算書を別途作成し ている

場合には、 当該決算書の写し も 提出し てく ださ い。  

様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

   

 <<株式会社の場合>>     

 ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

 
・ 事業経歴、 役員名簿、 法人運営に関する 基本的な

考え方、 理念、 障害者雇用率 等 
 

   

 

イ  決算書類（ 直近の決算期３ 期分）  

・ 営業報告書 

・ 貸借対照表 

・ 損益計算書 

  ・ 注記事項（ 重要な会社方針、 貸借対照表注記、損益

様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 
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計算書注記）  

・ 株主資本等変動計算書 

・ 付属明細書 

 

※決算書類は、 会社法及び会社法計算施行規則に従

ったも のを提出し てく ださ い。  

※連結決算を行っ ている 親会社又は子会社がある 場

合は、 連結財務諸表も 提出し てく ださ い。  

※株主資本等変動計算書は、 社員総会又は株主総会

での承認日を付記し てく ださ い。  

※付属明細書は、 法人税確定申告書に添付し た勘定

科目内訳書の写し で代替する こ と も 可能です。 そ

の場合、税務署に提出し た全てのも のを提出し 、謄

本である 旨の代表者の署名、 捺印を付し てく ださ

い。  

なお、 申請書類提出時点において、 既に 近の決

算期末日が到来し ている 法人で、 未だ決算が確定

し ていない場合には、 直近の決算期末の経営成績

及び財政状態の参考と なる 資料（ 例： 試算表、 予

想損益計算書、 予想貸借対照表） 。 ただし 、 過去

３ 期分の決算書等と は別に提出し てく ださ い。  

 ウ  監査報告書 様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

 

※会計監査人（ 公認会計士又は監査法人） の監査を

受けている 場合には、会計監査人の監査報告書も

提出し てく ださ い。  

   

⑧ 
法人税、 消費税、 法人事業税、 地方消費税の納税証明書

（ 直近の決算期２ 期分に係る も の）  
－ １ 部 １ 部 ８ 部 

⑨ 担保提供資産について 【 様式４ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑩ 債務の保証について 【 様式５ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 
 

⑪ 類似施設の管理運営実績について 

（ 施設名・ 所在地・ 規模等）  

類似施設の運営状況 

・ 施設長の運営姿勢、 組織運営の方針 

・ 地域社会への取組 

・ 施設の特色ある サービス 内容 

・ その他 

【 様式６ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑫ 事業概要等パンフ レ ッ ト 及び既存施設のし おり  

（ 複数の施設を 運営し ている 場合は、 神明子ど も 中高生

プラ ザと 同規模の１ 施設分）  

・ 施設のし おり ・ 要覧、 パンフ レ ッ ト 等 

・ 施設の目標 

・ 事業計画 

・ 施設調査書 

・ 健康管理、 衛生管理等のマニュ アル 

・ 危機管理等のマニュ アル 

・ 職員研修体制及び実績 

様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 
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※ 年度ごと に作成する 書類は、 新のも のを提出し て

く ださ い。  

⑬ 情報セキュ リ ティ 確認チェ ッ ク シート  【 様式７ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑭ 労働環境チェ ッ ク シート  【 様式８ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

 

 

（ ６ ） 計画書類の提出 

申請者は、 下記の計画書類を提出し てく ださ い。  

№ 提出書類 参考様式 
提出部数 

正本 副本① 副本②

１  法人等の団体に関する 書類  

① ・ 計画書類等提出書 【 様式９ 】 １ 部 １ 部 ８ 部 

② 

・ 資金・ 収支計画書 

（ 令和４ 年度から 令和８ 年度ま で）  

※各年度における 受託経費の増減理由も 記載し てく だ

さ い 

※「 その他経費」 は、 一括計上は不可です。 本部経費

については必ず内訳を記載し てく ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 様式 10】 １ 部 １ 部 ８ 部 

③ 
・ 給与・ 報酬・ 賃金等に関する 規程（ 新のも の）  

 （ ※人件費の積算内訳）  
様式自由 １ 部 １ 部 ８ 部 

④ ・ 施設長予定者の勤務し た実績を記載し た書類 【 様式 11】 １ 部 １ 部 ８ 部 

２  管理運営計画に関する 書類   

⑤ 
基本的な運営方針・ 目標（ 大型児童センタ ーと し て、 す

べての利用者を踏ま えたも の）  
【 様式 12】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑥ 職員の確保・ 育成に対する 考え方 【 様式 13】 １ 部 １ 部 ８ 部 

「その他経費」における本部経費の内訳について 

事務管理経費 本社( 本部) 等によ る 施設支援に係

る 、 人件費等、 会議費、 出張費等 

運営費 本社( 本部) 等によ る 施設支援に係る シス テ

ム維持管理費、 賃借料、 光熱水費、 リ ース 料等 

租税公課 
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⑦ 

管理運営体制（ 職員体制・ 勤務体系の考え方）  

※ 港区が定める 「 指定管理施設雇用区分確認表」 に基

づき 作成 

※ 職員ロ ーテーショ ン表 

（ 常勤・ 非常勤別 ①月～金 ②土 ③三季休業中）  

【 様式 14・

15・ 16】  
１ 部 １ 部 ８ 部 

⑧ 苦情対応体制・ 公表の取組 【 様式 17】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑨ 個人情報保護と 情報セキュ リ ティ 確保のための取組 【 様式 18】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑩ 
利用者の人権への配慮（ いじ めや虐待の防止・ 早期発見

など 含む） と 法令遵守への取組 
【 様式 19】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑪ 

不審者等に対する セキュ リ ティ 対策・ 衛生管理（ 新型コ

ロ ナウ イ ルス 感染症を含む感染症対策、 アレ ルギー対応

等）・ ス ポーツ指導体制を含む施設利用者の安全確保、事

故予防に対する 考え方と 具体的な提案 

【 様式 20】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑫ 

地震・ 防災等の危機管理への取組（ BCP 含む）、 マニュ ア

ルの整備 

※ マニュ アル本文は別フ ァ イ ルで、 正本１ 部、 副本②

１ 部の計２ 部のみ提出し てく ださ い。  【 様式 21】 １ 部 １ 部 ８ 部 
区が区民避難所（ 地域防災拠点） を開設し た場合の管理

運営体制（ 職員体制・ 勤務体系）・ 運営支援業務に関する

基本的な考え方 

⑬ 

指定管理者変更時の業務引継計画 

※ 引継ぎを行う 場合、 引継ぎを受ける 場合の両方を記

載し てく ださ い。 ま た、 主な引継ぎ項目と その引継ぎ 

に要する 期間（ 目安） も 記載し てく ださ い。  

【 様式 22】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑭ 

再委託を 予定し ている 業務 

① 委託内容 ②委託を行う 理由 ③委託予定金額 

④委託予定先及び選定理由 

※ 委託先の条件は、 港区の入札参加資格がある こ と 、

港区における 暴力団等の排除措置を 受けていないこ と

です。 ま た、 区内中小企業やシルバー人材センタ ーなど

を積極的に活用し てく ださ い。  

【 様式 23】 １ 部 １ 部 ８ 部 

３  事業運営に関する 書類 

⑮ 
学童ク ラ ブの運営と 家庭への支援についての考え方と

具体的な取組 
【 様式 24】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑯ 

子育てひろ ばの運営と 家庭への支援についての考え方

と 具体的な取組（ 産後う つやコ ロ ナ禍における 孤立の防

止等）  

【 様式 25】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑰ 
子ど も 中高生プラ ザ利用者の各年代に応じ た健全育成

（ 自主性・ 協調性） についての考え方と 具体的な取組 
【 様式 26】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑱ 

障害児対応をはじ め、 配慮を必要と する 子ど も （ 不登校

児、 心身に問題を抱えている 児童や性的マイ ノ リ ティ 等

を含む） への対応についての考え方と 具体的な取組 

【 様式 27】 １ 部 １ 部 ８ 部 

⑲ 
多言語・ 多文化の利用者に配慮し た事業運営についての

考え方と 具体的な取組 
【 様式 28】 １ 部 １ 部 ８ 部 
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４  地域の拠点と し ての計画性 

⑳ 
地域特色（ 歴史・ 文化、 企業や町会・ 自治会の多さ ） を

生かし た児童健全育成の考え方と 取組 
【 様式 29】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉑ 
地域の小・ 中学校、 高校、 ボラ ンティ ア等の地域と の連

携・ 交流についての考え方と 取組 
【 様式 30】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉒ 
併設施設や他の子育て支援施設、 総合支所と の連携につ

いての考え方と 取組 
【 様式 31】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉓ 
港区子ど も 家庭総合支援セン タ ー等と の連携について

の考え方と 取組 
【 様式 32】 １ 部 １ 部 ８ 部 

５  効率的で質の高いサービス の提供 

㉔ 
施設利用者の満足度向上に向けたサービ ス 評価の具体

的な提案 
【 様式 33】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉕ 
施設利用者への情報の発信と 周知方法・ 手段の多様化や

工夫の具体的な提案 
【 様式 34】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉖ 年間を通じ た活動や行事の具体的な提案 【 様式 35】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉗ 提案事業の具体的な提案 【 様式 36】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉘ 自主事業の具体的な提案 【 様式 37】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉙ 

・ 受託経費見積書 

※各内訳を示し 、 積算根拠を明ら かにする 資料を添付

し てく ださ い。  

※「 その他経費」 は、 一括計上は不可です。 本部経費

については必ず内訳を記載し てく ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 様式 38】 １ 部 １ 部 ８ 部 

６  その他 

㉚ 
・ 複合施設と し ての効果的な管理運営についての具体的

な提案 
【 様式 39】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉛ 

・（ 公社） 港区シルバー人材センタ ー、区内障害者授産施

設及び区内中小事業者の活用及び区民雇用・ 障害者雇

用の促進についての考え方 

【 様式 40】 １ 部 １ 部 ８ 部 

㉜ ・ 提案書概要 【 様式 41】 １ 部 １ 部 ８ 部 

「その他経費」における本部経費の内訳について 

事務管理経費 本社( 本部) 等によ る 施設支援に係

る 、 人件費等、 会議費、 出張費等 

運営費 本社( 本部) 等によ る 施設支援に係る シス

テム維持管理費、 賃借料、 光熱水費、 リ ース 料等 

租税公課 
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㉝ 
・ 特に強調し たい部分を盛り 込んだ全体的な提案内容の

略図 

様式自由 

A4： ２ 枚ま

で 

１ 部 １ 部 ８ 部 

 

（ ７ ）  提出書類に関する 留意事項 

ア 申請書類、 計画書類提出後の内容変更は、 提出締切日ま で受け付けま す。  

イ  副本①は正本を そのま ま 複写、 副本②は法人名など 応募事業者が特定でき る 部

分を マス キング（ 黒塗り ） のう え、 提出し てく ださ い。  

ウ  上記のほか、 区が必要と する 書類の提出を 求める こ と や、 ヒ アリ ン グを 実施す

る 場合があり ま す。  

エ 申請書類の著作権は、 作成し た団体に帰属し ま す。 ただし 、 提出さ れた応募書

類は返却でき ま せん。 区の責任において一定期間保管後、 廃棄し ま す。  

オ 書類は、 Ａ ４ 判で作成し て下さ い。  

カ 様式については、 Ａ ４ 一枚以内で記入し てく ださ い。 なお、 詳細な説明がある

場合は、任意で資料を添付し てく ださ い。（ 資料の大き さ は原則Ａ ４ 判と し ま す。

やむを えない場合は、 Ａ ３ をＡ ４ 判に折り 込んでく ださ い。）  

キ 文字のフ ォ ント については次の通り です。  

（ ア）  本文 「 BI Z UD 明朝 Medi um フ ォ ント 」  

（ イ ）  見出し 「 BI Z UD ゴシッ ク 」  

（ ウ ）  フ ォ ント サイ ズ「 １ ２ 」  

ク  正本並びに副本①②は、フ ァ イ ル（ Ａ ４ サイ ズ、２ 穴） に提出一覧表を フ ァ イ ル

の目次と し てセッ ト し 、 前記（ ５ ） の①～⑬、 前記（ ６ ） の１ ～６ のイ ンデッ ク

ス 見出し を 貼り 、 提出書類を順序ど おり に綴じ 込み、 指定部数を 提出し てく ださ

い。  

ケ フ ァ イ ルの背表紙、 表紙に『 申込施設名（ 申請書類・ 計画書類の別）』 のテプラ

等のシールを 貼り 、正本、副本①のみ法人名を 明記し たシールを 貼ってく ださ い。 

（ 例）『 神明子ど も 中高生プラ ザ（ 申請書類）』、『 神明子ど も 中高生プラ ザ（ 計画書

類』 等）  

コ  上記のほか、 電子媒体（ Ｃ Ｄ －Ｒ ） に正本及び副本①、 副本②（ マス キングさ れ

たも の） を 入力し たも のを １ 部提出し て下さ い。フ ァ イ ル形式は PDF 及びマイ ク

ロ ソ フ ト 社製 Word 又は Excel  と し ま す。  

サ 区は、 指定管理者の選考結果及び提案内容等を 公表する 場合、 区が必要と 認め

る と き は、 無償で提出書類の全部又は一部を 使用でき る も のと し ま す。  

ただし 、 公開する こ と によ り 応募者に明ら かに不利益を 与える と 認めら れる 書

類については公表し ま せん。  

シ 提出書類に虚偽の記載があっ た場合は、 失格と なり ま す。  

 

（ ８ ） 応募に関する 留意事項 

  ア 選考委員会委員等と の接触について 
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    公募要項の公表日以降、 公募説明会・ 現地見学会等区が提供する 機会を除き 本 

件提案に関し て、 選考委員、 区職員等への接触は禁止し ま す。 接触の事実が認め 

ら れた場合は、 失格と なる 場合があり ま す。  

イ  応募の辞退について 

      応募書類を 提出し た後、 辞退する 場合は、 辞退届（ 様式自由） を提出し てく だ

さ い。  

ウ  費用の負担について 

  提案や指定後の協議に対し ての参加報酬・ 交通費及び受託のための準備等に係 

る 経費は、 応募者の負担と し ま す。  

  エ グループによ る 応募の構成団体の変更について 

  グループによ る 応募の場合、 代表団体及び構成団体の変更は原則と し て認めま

せん。  

  

（ ９ ） 質疑の受付及び回答 

ア 質問書の受付 

質問書（ 様式Ⅱ） に必要事項を 記入し 、 下記の提出先に、 メ ールで送信し てく

ださ い。（ 送信未達を 防ぐ ため、 事前に電話にて連絡を お願いし ま す。） こ れ以

外での方法（ 持参、 郵送、 電話、 FAX、 口頭等） 又は、 期間を 過ぎたも のは受け

付けま せん。  

( ア)  質疑受付期間 令和３ 年４ 月２ ２ 日（ 木） ～令和３ 年４ 月２ ６ 日（ 月） （ 必着）  

午前９ 時から 午後５ 時ま で 

( イ )  提 出 先   港区芝地区総合支所管理課施設運営担当 高野・ 児玉 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ３ -３ ５ ７ ８ -３ １ ３ ５  

E-mai l  mi nat o76@ci t y. mi nat o. t okyo. j p 

 

イ  質問回答 

令和３ 年５ 月１ ０ 日（ 月） を 目途に、 全ての質疑に対する 回答書を メ ールで送

信し ま す。 港区ホームページでも 公表し ま す。 なお、 回答の際は、 質問を し た

団体名は公表し ま せん。  

こ の回答書は、 本要項と 一体のも のと し て、 要項と 同様の効力を有し ま す。 な

お、 意見の表明と 解さ れる も のや質疑の内容（ 質問内容が不明瞭なも の） によ

っ ては、 回答し ないこ と があり ま す。  

 

（ １ ０ ） 申請書類の受付 

申請を希望する 法人又は団体は、 次によ り 申請し てく ださ い。  

区にこ れら の書類を提出し た事業者を 申請者と し ま す。  

ア 提出期間 令和３ 年５ 月２ １ 日（ 金） から ５ 月２ ６ 日（ 水） ま で 

         平日の午前９ 時から 午後５ 時ま で 

        ※ 申請書類の確認を行いま すので、 提出に際し ては、 事前に下記に 

         連絡の上、 指定さ れた日時に来所願いま す。  

        ※ 申請書類提出後の計画内容の変更は、提出期限ま で受け付けま す。 
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  イ  提 出 先 港区芝公園一丁目５ 番２ ５ 号 港区役所２ 階 

        港区芝地区総合支所管理課施設運営担当 高野・ 児玉 

        Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ３ （ ３ ５ ７ ８ ） ３ １ ３ ５  

        Ｆ Ａ Ｘ  ０ ３ （ ３ ５ ７ ８ ） ３ ２ ３ ５  

 
２ 指定管理者候補者の選考・選定  
（ １ ） 指定管理者候補者の選考 

ア 指定管理者候補者は、「 港区立神明子ど も 中高生プラ ザ指定管理者候補者選考委

員会（ 以下選考委員会と いう ）」 において選考し ま す。  

イ  審査方法は、応募者から 提出さ れた書類によ る 第一次審査と 、第一次審査通過者

に対する プレ ゼンテーショ ン等を含めた第二次審査を予定し ていま す。  

ウ  審査の過程において、 選考委員によ る 事業所の視察を行う こ と も あり ま す。  

エ 審査の結果、 ふさ わし い候補者がいない場合、 選考し ない場合があり ま す。  

オ 指定管理者候補者と し て選考さ れた事業者は、 辞退する こ と はでき ま せん。  

 

（ ２ ） 指定管理者候補者の選定 

ア 選考委員会が選考し た指定管理者候補者について、 全庁的な視点から 港区指定

管理者選定委員会で審議し た上で、 区と し て指定管理者候補者を 選定し ま す。  

    イ  指定管理者と し て指定さ れる ま での間に候補者に事故のある と き は、 選定さ れ

なかった応募者のう ちから 新たに候補者を 選定する こ と があり ま す。  

    ウ  指定管理者の指定は、 港区議会での議決を 経て行いま す。  

 

（ ３ ） 基本的な選考基準 

ア 安定的な経営基盤を有し ている こ と  

（ 公認会計士によ る 財務状況分析を 実施し ま す。）  

イ  業務の実績について 

 ( ア)  類似施設の管理運営実績 

ウ  管理運営に関する 事項について 

（ ア）  基本的な運営方針・ 目標（ 大型児童センタ ーと し て、 すべての利用者を踏

ま えたも の）  

 ( イ )  職員の確保・ 育成に対する 考え方 

 ( ウ )  管理運営体制（ 職員体制・ 勤務体系の考え方）   

 ( エ)  苦情対応体制・ 公表の取組 

 ( オ)  個人情報保護と 情報セキュ リ ティ 確保のための取組 

 ( カ)  利用者の人権への配慮（ いじ めや虐待の防止・ 早期発見など 含む） と 法令

遵守への取組  

 ( キ)   不審者等に対する セキュ リ ティ 対策・ 衛生管理（ 新型コ ロ ナウ イ ルス 感

染症を 含む感染症対策、アレ ルギー対応等）・ ス ポーツ指導体制を 含む施設

利用者の安全確保、 事故予防に対する 考え方と 提案 
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 （ ク ）  地震・ 防災等の危機管理への取組（ BCP 含む）、 マニュ アルの整備、 区が区

民避難所（ 地域防災拠点） を 開設し た場合の管理運営体制（ 職員体制・ 勤

務体系）・ 運営支援業務に関する 考え方 

エ 事業運営について 

 ( ア)  学童ク ラ ブの運営と 家庭への支援についての考え方と 具体的な取組 

 ( イ )  子育てひろばの運営と 家庭への支援についての考え方と 具体的な取組（ 産

後う つやコ ロ ナ禍における 孤立の防止等）  

 ( ウ )  子ど も 中高生プラ ザ利用者の各年代に応じ た健全育成（ 自主性・ 協調性）

についての考え方と 具体的な取組 

 ( エ)  障害児対応をはじ め、 配慮を 必要と する 子ど も （ 不登校児、 心身に問題を

抱えている 児童や性的マイ ノ リ ティ 等を 含む） への対応についての考え方

と 具体的な取組 

 ( オ)  多言語・ 多文化の利用者に配慮し た事業運営についての考え方と 取組 

オ 地域の拠点施設と し ての活動の積極性について 

 ( ア)  地域特色（ 歴史・ 文化、 企業や町会・ 自治会の多さ ） を 生かし た児童健全

育成の考え方と 取組 

 ( イ )  地域の小・ 中学校、 高校、 ボラ ンティ ア等の地域と の連携・ 交流について

の考え方と 取組 

 ( ウ )  併設施設や他の子育て支援施設、総合支所と の連携についての考え方と 取

組 

 ( エ)   港区子ど も 家庭総合支援センタ ー等と の連携についての考え方と 取組 

カ 効率的で質の高いサービ ス の提供について 

 ( ア)  施設利用者の満足度向上に向けたサービス 評価の具体的な取組 

 ( イ )  施設利用者への情報の発信と 周知方法・ 手段の多様化や工夫の具体的な提

案 

 ( ウ )  年間を通じ た活動や行事の効率性・ 効果性 

 ( エ)  提案事業の計画性と 利用率向上の効果性 

 ( オ)  自主事業の計画性と 利用率向上の効果性 

 ( カ)  受託経費見積金額（ 人件費・ 運営費） の妥当性 

キ その他 

（ ア）  複合施設と し ての効果的な管理運営についての提案 

（ イ ）  （ 公社） 港区シルバー人材センタ ー、 区内障害者授産施設及び区内中小事

業者の活用及び区民雇用・ 障害者雇用の促進についての考え方 

 

（ ４ ） 審査結果の通知 

審査結果は、 第一次審査、 第二次審査と も に応募者全員に文書で通知し ま す。 

 

（ ５ ） 第二次審査用資料の提出 

    第一次審査通過者は、第二次審査における プレ ゼンテーショ ン用資料の提出を
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求める 場合があり ま す。 詳細は、 第一次審査通過者に連絡し ま す。  

    第二次審査は、 施設長候補者にプレ ゼンテーショ ンを 行っていただき ま す。  

    詳細は、 第一次審査通過者に連絡し ま す。  

 

Ⅳ 決定後の手続 

１ 基本協定書・年度協定書  

（ １ ） 協定の締結 

区議会の議決を 経た後、 指定管理者と し て指定し 、 区は指定管理者と 協定を 締

結し ま す。  

    締結する 協定書は、 指定期間を 通し た包括的な施設の管理・ 運営に関する 基本

的事項を 規定する 基本協定書と 、 年度ごと の管理・ 運営業務や指定管理料に関す

る 事項を 規定する 年度協定書の２ 種類です。  

 

（ ２ ） 基本協定書の主な事項 

ア 指定期間 

イ  業務の範囲 

ウ  施設の運営 

エ 施設の維持管理 

オ 区が支払う べき 経費 

カ 保険の加入 

キ 自主事業（ ※自主事業がある 場合）  

ク  区と 指定管理者の役割分担 

ケ 業務の再委託 

コ  事業計画書、 事業報告書等の提出 

サ 業務の引継ぎ 

シ 利用者アンケート 実施 

ス  モニタ リ ング 

セ 第三者評価 

ソ  緊急時の対応 

タ  環境への配慮 

チ 管理運営業務を 行う に当たっ て保有する 個人情報の保護及び関係書類の整理・

保管 

ツ 情報セキュ リ ティ  

テ 指定の取消し 及び管理業務の停止 

ト  損害賠償 

ナ 権利義務の譲渡の禁止 

ニ 目的外使用の禁止 

ヌ  施設・ 設備等の原状回復 
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ネ 区と 指定管理者の管理責任の分担 

ノ  その他区長が必要と 認める 事項 

 

（ ３ ） 年度協定書の主な事項 

  ア 目的 

イ  協定の期間 

ウ  指定管理料の額 

エ 指定管理料の支払 

オ 指定管理料の清算 

カ 協議 

 

２ 災害時協定 
（ １ ） 協定の締結 

港区内で地震等の災害が発生し た際の応急対応を 迅速かつ的確に行う ため、区

と 指定管理者は災害時協定を締結し 、災害時等における 役割分担を明確にし ま す。 

（ ２ ） 災害時協定書の主な事項 

ア 災害の範囲 

イ  指定管理者と し ての位置付け 

ウ  区民避難所（ 地域防災拠点） 運営支援業務 

エ 要請期間及び方法 

オ 協力履行の義務及び免除 

カ 費用負担 

キ 損害補償 

ク  災害時の情報共有 

ケ 守秘義務 

コ  平時から の備え 

サ 協議 

シ 効力 

 
３ 事業計画書及び収支予算書等の作成 
（ １ ） 事業計画書及び収支予算書の作成 

年間の事業計画書及び収入・ 支出の概算予定書の提出等 

（ ２ ） 事業報告書及び収支決算書の作成 

区が指示する 事業報告書の提出（ 毎月の施設利用実績、 施設の維持管理業務の実

績等）、 収支決算書の提出等 

 
４ 業務の引継ぎ 

指定管理者は、 指定期間開始前の期間内に準備業務を行う も のと し ま す。 特に利

用者にと っ て円滑に新たな指定管理者への移行を実現する ため、 区や関係機関と 指

定管理者によ る 移行準備を実施し てく ださ い。  
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準備業務の内容は、 別途協議し ま す。 指定管理者指定の議決の後、 令和４ 年１ 月

から 令和４ 年３ 月ま で準備業務に入っていただき ま す。 準備業務に関し ては、 別途

委託契約を 締結し ま す。  

指定管理者が変更と なる 場合には、 新たな指定管理者は、 事業者が交替する こ と

によ り 、 利用者に不安や影響を 与えないよ う 、 入念な引き 継ぎに努めてく ださ い。 

ま た、 指定期間終了時又は指定の取消し によ っ て管理運営業務が終了する 際は、

次期指定管理者が円滑にかつ支障なく 業務を 遂行でき る よ う 引継ぎ業務を 実施し

てく ださ い。  

引継ぎ等にかかる 経費は、 区が経費を負担する 引継ぎ項目を 除き 、 新たな指定管

理者が負担し ま す。  

 

※労働環境確保策の一環と し ての雇用継続の要請について 

 新たに指定管理者と なる 事業者には、当該指定管理の協定締結前から 当該業務に

従事し ていた職員のう ち希望する 労働者については新たに指定管理の協定を 締結

する 事業者によ る 継続雇用をお願いし ま す。  

 

５ 情報の公表 
（ １ ） 応募書類等 

公募時に提出さ れた書類は、 理由のいかんを 問わず返却し ま せん。 申請書類、 計

画書類等の著作権は、 申請者に帰属し ま す。  

ただし 、 区は公表等する 場合には、 申請書類、 計画書類等の内容を 無償で使用で

き る も のと し ま す。   

なお、 申請書類、 計画書類等は、 港区情報公開条例の規定に基づき 、 公開請求の

対象になり ま す。  

 

（ ２ ） 選考・ 選定過程の情報 

指定管理者候補者の選考・ 選定過程に関する 情報（ 応募書類、選考委員会報告書、

公募時質問項目、 選定委員会選定調書、 選考委員会会議録・ 選定委員会会議録等）

は、 原則公表し ま す。 なお、 事業者名については、 決定事業者のみ公表の対象と し

ま す。  

 

（ ３ ） 指定管理業務に関する 情報 

基本協定書、 年度協定書、 事業計画書等の事業運営に係る 書類、 第三者評価及び

労働環境モニタ リ ングの結果等、 指定管理業務に関する 情報は原則公表し ま す。  

 

６ モニタリング等の実施  
（ １ ） モニタ リ ングの実施 

指定管理者は、毎月の業務実績等の報告書を定めら れた期日ま でに提出し 、区へ

報告し ま す。区は報告に基づき 施設の運営状況等を 確認し ま す。ま た、指定管理者
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に対する 月次モニタ リ ングと し て、チェ ッ ク シート 等を 活用し 、施設の運営状況等

の把握に努めま す。  

ま た、指定管理者は、施設利用上の問題等の解決策を 検討し 、業務を 円滑に実施

する ため、 必要に応じ て、 情報交換や業務の調整を図る 場を 設けま す。  

こ のほか、指定管理者は、利用者懇談会など を 開催し 、意見箱の設置等によ る 利

用者等の意見・ 要望の聴取等、 利用者ニーズの把握を 行いま す。  

区が行う モニタ リ ングは、 月次モニタ リ ン グ及び年度終了時モニタ リ ン グ等が

あり 、モニタ リ ング等の結果は、指定管理施設検証シート と し て取り ま と め、ホー

ムページで公表し ま す。  

 

（ ２ ） 第三者評価の実施 

区は、 指定管理者に対し 、 指定期間の中間年に１ 回、 第三者評価機関又はこ れに

類する も のによ る 評価の受審を 義務付け、 その結果を 業務運営の改善指導に活用

し ま す。 第三者評価機関と の契約は区が行いま す。 なお、 福祉施設については、 東

京都の制度があり 、 対象施設については、 定めら れた受審頻度を 遵守し てく ださ

い。  

 

（ ３ ） 労働環境モニタ リ ングの実施及び賃金給付状況シート の提出 

区は、 公の施設と し て利用者の安全・ 安心の確保を はじ め、 区民・ 利用者サービ

ス 維持・ 向上の観点から 、指定期間の２ 年目に社会保険労務士によ る 労働環境モニ

タ リ ングを 実施し ま す。 社会保険労務士と の契約は区が行いま す。  

ま た、施設で勤務する 職員（ 業務の一部を第三者へ再委託をする 場合に施設で勤

務する 職員についても 含みま す。） に支給さ れる 賃金について、 低賃金水準額を

満たし ている か確認を する ため、 職種ごと に も 低額の賃金の支給を 受けている

職員に関する 賃金状況給付シート の提出が必要と なり ま す。  

 

（ ４ ） 監査の実施 

ア 地方自治法第１ ９ ９ 条第７ 項の規定によ り 、区長又は監査委員が必要と 認め

る と き は、 指定管理者が行う 管理業務に係る 出納関連の事務について、 監査を

行う こ と があり ま す。  

イ  港区では、 公正性、 透明性をよ り 一層確保する ため、 平成１ ３ 年度から 外部

監査人（ 公認会計士や弁護士等） によ る 包括外部監査を 実施し ていま す。  

 公の施設の管理に関する 業務に関し 、包括外部監査の対象と なる 場合があり ま

す。  

 

７ 指定の取消し等  
（ １ ） 指定の取消し と 業務の停止 

指定管理者が次のいずれかに該当する 場合は、 指定の取消し 又は業務の停止を  

命じ る こ と があり ま す。 その場合において、 指定管理者に損害が生じ ても 、 区は 
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その賠償の責めを 負いま せん。  

ア 指定管理者がⅢの１ の（ １ ） に該当し なく なったと き 。  

イ  区が行う 施設への実地調査に応じ ず、 又は虚偽の報告を し 、 若し く は調査を 妨

げたと き 。  

ウ  実地調査の結果に基づく 区の指示に、 正当な理由なく 従わないと き 。  

  エ 経営状況が悪化し 、 管理運営を 継続する こ と が著し く 困難と なっ たと き 。  

  オ 協定に違反し たと き 。  

カ 応募書類の内容に虚偽がある こ と が判明し たと き 。  

キ 違法行為や非行行為に関与する など 、 当該指定管理者に管理業務を 行わせてお

く こ と が、 社会通念上不適当と 判断さ れる と き 。  

  ク  その他指定管理者の責めに帰すべき 事由によ り 、 事業の継続が困難になっ たと

き 。  

  ケ 指定管理者から 協定解除の申出があり 、その理由を 合理的なも のと 認めたと き 。 

  コ  災害時協定に基づく 区民避難所（ 地域防災拠点）運営支援業務を 実施する ため、

指定管理業務の継続が困難になっ たと き 。  

サ 不可抗力の事由によ り 、 業務の継続が困難になっ たと き 。  

 

（ ２ ） 事業の継続が困難と なっ た場合の措置 

 ア  事業の継続が困難と なり 、 指定が取り 消さ れる 場合でも 、 次の指定管理者が円

滑かつ支障なく 施設の管理運営業務を 遂行でき る よ う 、 適切な引継ぎを 行わな

ければなり ま せん。  

イ   不可抗力等、指定管理者の責めに帰すこ と のでき ない事由によ り 事業の継続が

困難と なっ た場合は、 管理継続の可否について協議する こ と と し ま す。  
 
 
問合せ先 
 

〒１ ０ ５ －８ ５ １ １  

港区芝公園一丁目５ 番２ ５ 号 

港区芝地区総合支所管理課施設運営担当 担当 高野・ 児玉 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ３ －３ ５ ７ ８ －３ １ ３ ５  Ｆ Ａ Ｘ ：  ０ ３ －３ ５ ７ ８ －３ ２ ３ ５  

E-mai l ： mi nat o76@ci t y. mi nat o. t okyo. j p 


